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令和８年３月６日（金曜日）

─────────────────────

   午前10時０分開会

────────────────

会議に付託された議案等

○議案第45号 令和７年度宮崎県一般会計補正

       予算（第８号）

○議案第53号 令和７年度宮崎県小規模企業者

       等設備導入資金特別会計補正予

       算（第１号）

○議案第54号 令和７年度宮崎県えびの高原ス

       ポーツレクリエーション施設特

       別会計補正予算（第１号）

○議案第55号 令和７年度宮崎県営国民宿舎特

       別会計補正予算（第１号）

○議案第57号 令和７年度宮崎県公共用地取得

事業特別会計補正予算（第２号）

○議案第58号 令和７年度宮崎県港湾整備事業

       特別会計補正予算（第３号）

○議案第69号 宮崎県特定都市河川浸水被害対

       策法施行条例

○議案第70号 都市計画法施行条例の一部を改

       正する条例

○議案第71号 宮崎県営住宅の設置及び管理に

       関する条例の一部を改正する条

       例

○議案第72号 工事請負契約の締結について

○議案第73号 工事請負契約の締結について

○議案第74号 工事請負契約の締結について

○議案第75号 工事請負契約の締結について

○議案第76号 工事請負契約の変更について

○議案第77号 工事請負契約の変更について

○議案第78号 工事請負契約の変更について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・日向灘沿岸海岸保全基本計画の変更について

・宮崎県建築物耐震改修促進計画の改定につい

 て

・宮崎県県営一ケ岡団地再整備事業に係る実施

 方針（案）等の公表について

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   内 田 理 佐

  副 委 員 長   山 口 俊 樹

  委      員   日 高 博 之

  委      員   福 田 新 一

  委      員   坂 本 康 郎

  委      員   岩 切 達 哉

  委      員   脇 谷 のりこ

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

説明のため出席した者

 労働委員会事務局

労働委員会事務局長   渡 邉 世津子

  調 整 審 査 課 長   米 村 文 明

 商工観光労働部

  商工観光労働部長   児 玉 浩 明

商工観光労働部次長   松 浦 好 子

企業立地推進局長兼
             今 村 俊 久
  企 業 立 地 課 長

  観光経済交流局長   鬼 塚 保 行

  商 工 政 策 課 長   河 村 直 哉

  経営金融支援室長   長谷川   誠

  企 業 振 興 課 長   徳 地 清 孝

先端技術産業推進室長   加 藤 和 樹

  雇用労働政策課長   湯 浅   聡

  観 光 推 進 課 長   矢 越 智 郁
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スポーツランド推進課長   渡 邊 陽 生

国際・経済交流課長   牧   浩 一

工業技術センター所長   鍋 島 宏 三

食品開発センター所長   黒 木 俊 幸

県立産業技術専門校長   守 部 丈 博

 県土整備部

  県 土 整 備 部 長   桑 畑 正 仁

  県土整備部次長
             海 野 由 憲
  （ 総 括 ）

  県土整備部次長
             中 原   学

（道路･河川･港湾担当）

  県土整備部次長
             迫   節 夫

（都市計画･建築担当）

  高速道対策局長   山 浦 弘 志

  管 理 課 長   小 薗 真 二

  用 地 対 策 課 長   前 村 敦 子

  技 術 企 画 課 長   植 村 幸 治

  工 事 検 査 課 長   佐 藤 祐 之

  盛 土 対 策 課 長   前 田 秀 高

  道 路 建 設 課 長   椎 葉 倫 男

  道 路 保 全 課 長   大部薗 一 彦

  河 川 課 長   中 武   透

  ダ ム 対 策 監   山 下   修

  砂 防 課 長   三 橋   剛

  港 湾 課 長   那 須 紘 之

  空 港 ・ ポ ー ト
             髙 澤 俊 満
  セールス対策監

  都 市 計 画 課 長   村 岡 昭 彦

美しい宮崎づくり推進室長   丸 岡 浩 二

  建 築 住 宅 課 長   松 田 真 二

  高速道対策局次長   杉 本 達 哉

────────────────

事務局職員出席者

  議 事 課 主 査   春 田 拓 志

政策調査課主任主事   岩 倉 有 希

─────────────────────

○内田委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

 まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

 日程案につきまして御覧のとおりでございま

すが、御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 執行部入室のため暫時休憩いたします。

   午前10時０分休憩

─────────────────────

   午前10時１分再開

○内田委員長 委員会を再開いたします。

 本日の委員会に２名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることといたしました。

 傍聴をされる方にお願いいたします。

 傍聴人は受付の際にお渡ししました傍聴人の

守るべき事項にありますとおり、声を出したり

拍手をしたりすることはできません。当委員会

の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴してく

ださい。また、傍聴に関する指示には速やかに

従っていただくようお願いいたします。

 それでは、本委員会に付託されました議案に

ついて労働委員会事務局長の説明を求めます。

○渡邉労働委員会事務局長 労働委員会事務局

の令和７年度２月補正予算について御説明いた

します。

 常任委員会資料の２ページを御覧ください。

 表の左から３列目の補正額の欄にありますと

おり1,195万8,000円の減額をお願いしておりま

す。

 この結果、補正後の予算額は、表の右から３

列目の補正後の額の欄になりますが9,965万
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6,000円となります。

 次に、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 ４ページを御覧ください。

 表の左から３列目の職員費につきましては721

万3,000円の減額であります。

 これは、私ども事務局職員の人件費の執行残

に伴うものであります。

 また、その下の段の委員会運営費につきまし

ては474万5,000円の減額であります。

 これは、労働委員会委員の報酬や旅費、会議

費などの労働委員会の運営に要する経費の執行

残によるものでございます。

○内田委員長 執行部の説明が終了しました。

議案について質疑はありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 最後に、その他で何かありませ

んか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、以上をもって労働委

員会事務局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

 暫時休憩いたします。

   午前10時３分休憩

─────────────────────

   午前10時５分再開

○内田委員長 委員会を再開いたします。

 それでは、本委員会に付託されました議案等

について商工観光労働部長の概要説明を求めま

す。

○児玉商工観光労働部長 説明に入ります前に

２点、御報告がございます。

 最初に、ひなたフェス2026の開催についてで

あります。

 先日、２月県議会定例会の開会に当たっての

知事の県政報告でもございましたけれども、今

年の９月５日、６日の２日間、ひなたサンマリ

ンスタジアム宮崎にて開催されることが決定い

たしました。

 これまで築いてきた日向坂46との御縁が２回

目となる開催に結びついたことを大変うれしく

受け止めております。

 多くの来県者が見込まれますので、県として

も安全で円滑な受入れと地域経済への波及効果

の向上に全力で取り組んでまいります。

 次に、女子の国際テニス大会ＩＴＦワールド

テニスツアーの開催についてであります。

 今年の４月12日から４月26日にかけまして、

ひなた ＴＥＮＮＩＳ ＰＡＲＫ ＭＩＹＡＺＡＫＩ

にて開催されることが決定いたしました。

 この大会は、女子のプロテニス選手が四大大

会や上位ツアーへ出場するためのポイントをか

けて争う国際トーナメントでございまして、こ

の２週間で２つの大会が連続して開催されるこ

とになります。

 今月末から開催される男子のＡＴＰチャレン

ジャー大会や11月の「プチザス」アジア・オセ

アニア予選に続きまして、国際大会の開催地と

して本県を選んでいただいたことを大変ありが

たく思っております。

 世界基準の新しいテニスコートの発信を行う

とともに、関係団体などと一層連携を図りまし

て、開催支援に万全を期してまいります。

 今後とも、本県の優れたスポーツ環境を最大

限に活用し、スポーツキャンプや合宿、大規模

スポーツ大会、そして大型イベントの誘致等に

しっかり取り組んでいきまして、スポーツを核

とした地域経済の活性化を推進してまいりたい

と考えております。

 それでは、本議会で御審議いただきます商工
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観光労働部所管の議案等について、その概要を

御説明いたします。

 着座にて御説明させていただきます。

 商工建設常任委員会資料の２ページの目次を

御覧ください。

 まず、１の予算議案でありますが、新規事業

等を含みます議案第45号「令和７年度宮崎県一

般会計補正予算（第８号）」や３つの特別会計

補正予算について御説明させていただくほか、

２の報告事項としまして、損害賠償額を定めた

ことについて御説明させていただきます。

 それでは、３ページをお願いいたします。

 商工観光労働部の補正予算額について、表に

まとめております。

 今回の補正予算は、事業費の確定に伴う減額

補正や国の重点支援地方交付金を活用した物価

高等への対策として、来年度に繰り越して実施

する事業に要する経費等について予算を計上し

たところです。

 一般会計の補正額は、表の２段目、一般会計

の行、左から３列目の補正額の欄にありますと

おり20億3,402万8,000円の増額でございます。

 次に、特別会計の補正額は、表の下から３段

目、特別会計の行、左から３列目の補正額の欄

にありますとおり6,506万8,000円の増額でござ

います。

 この結果、商工観光労働部全体の補正額は、

表の１段目、商工観光労働部の行、左から３列

目の補正額の欄にありますとおり20億9,909万

6,000円の増額となり、補正前の額501億840万

7,000円から今回の補正額を加えた補正後の額は

522億750万3,000円となります。

 詳細につきましては、この後、担当課長から

御説明させていただきます。

○内田委員長 次に、予算議案についての説明

を求めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○河村商工政策課長 資料の４ページを御覧く

ださい。

 議案第45号「令和７年度宮崎県一般会計補正

予算（第８号）」について御説明いたします。

 補正額につきましては、一番上の商工政策課

計の左から３列目の補正額の欄にありますとお

り、一般会計と特別会計を合わせまして28億

4,241万2,000円の減額補正をお願いするもので

ございます。

 補正後の額は、同じ行の右から３列目の補正

後の額の欄にありますとおり392億9,859万4,000

円となります。

 補正額の内訳ですが、一般会計が上から２番

目の行、左から３列目のとおり29億2,358万

7,000円の減額。

 次の５ページになりますが、特別会計につき

ましては、同じく上の段、左から３列目のとお

り8,117万5,000円の増額となっております。

 続きまして、主な内容について御説明いたし

ます。

 ６ページを御覧ください。

 （目）の上から３番目、（目）商業振興費の

うち、（事項）中小企業金融対策費、補正額が

33億4,353万1,000円の減額でございます。

 このうち、まず右から２列目の説明及び事業

名欄のうち、１、中小企業融資制度貸付金の32

億9,605万9,000円の減額です。

 こちらにつきましては、県融資制度の運用に

おきまして、金融機関が融資を行う際の原資の

一部として金融機関に貸付けを行うものでござ

いますが、融資残高が見込みを下回ったことか

ら減額をするものでございます。
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 その下、２、中小企業金融円滑化補助金の

3,855万7,000円の減額です。

 こちらにつきましては、中小企業が貸付けを

受ける際に、信用保証協会に支払う保証料につ

いて、事業者側の負担を軽減するため、保証料

の一部を信用保証協会へ補助するものでござい

ますが、事業者が金融機関への返済が進んだこ

と等により、保証債務残高が見込みを下回った

ことにより減額をするものでございます。

 その下、３、信用保証協会損失補償金の909万

1,000円の減額につきましては、県の融資制度に

おきまして、信用保証協会が代位弁済を行った

ことにより、生じた損失の一部を県が補償する

ものでございますが、代位弁済の金額が見込み

を下回ったことから減額を行うものでございま

す。

 続きまして、（事項）の一番下の欄、中小・

小規模事業対策費につきまして、４億5,234万

1,000円の増額であります。

 主なものといたしまして、説明及び事業名の

一番下の欄ですが、２の改善事業「県内事業者

の「稼ぐ力」強化支援事業」４億5,284万7,000

円の増額となっており、詳細については、後ほ

ど事業概要説明資料で説明いたします。

 ７ページを御覧ください。

 一番上の（事項）地域経済活性化支援事業費

につきまして1,034万7,000円の減額でございま

す。このうち、説明及び事業名欄の１「プロ

フェッショナル人材戦略拠点事業」の544万

3,000円の減額となっております。

 こちらにつきましては、プロフェッショナル

人材のうち副業、兼業人材を活用する企業に対

し、一部補助を行っているものについて、補助

金の申請額が見込みを下回ったこと等により減

額するものでございます。

 次に、３「中小企業再生支援強化事業」につ

きましては219万7,000円の増額でございます。

 こちらの事業は、県内中小企業の経営改善計

画及び再生計画に係る調査、策定に要する経費

を一部補助し、早期の計画策定を支援するもの

でございます。

 （１）は、今年度の事業につきまして、補助

金の交付申請額が見込みを下回ったことにより

1,280万3,000円を減額するものでございます。

 その下の段の（２）「中小企業再生支援強化

事業（物価高騰対策）」の1,500万円の増額につ

きましては、同内容の事業について、今回、国

の重点交付金を活用して計上したもので、全額

を令和８年度に繰り越して実施することとして

おります。

 追加補正事業の詳細につきまして、御説明を

いたします。

 ８ページを御覧ください。

 改善事業「県内事業者の「稼ぐ力」強化支援

事業」でございます。

 予算額につきましては４億5,284万7,000円、

財源につきましては、国庫（重点交付金）でご

ざいます。

 事業の目的ですが、物価高騰等で厳しい経営

環境に置かれております県内中小企業・小規模

事業者に対し、生産性向上等のための投資や経

営力強化を支援することにより、「稼ぐ力」を

備えた事業者の増加を促進するものでございま

す。

 事業の概要について説明いたします。

 （１）事業内容の①「生産性向上等のための

投資等支援事業」につきましては、県内事業者

が、商工団体等の伴走支援を受けながら「稼ぐ

力」の強化を目的として、生産性向上のために

行う設備投資、販路開拓等に取り組むための経
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費を補助することとしております。

 補助率は３分の２以内、上限額は50万円、ま

たは優良な取組に対しては100万円という形にし

ております。

 なお、米印の１つ目に記載しておりますとお

り、実績報告時までに事業場内最低賃金を５％

以上引き上げた赤字事業者については、補助率

を４分の３以内にかさ上げするほか、米印の２

つ目にありますとおり、パートナーシップ構築

宣言事業者に対しましては、別途10万円を上乗

せして支給する形にしております。

 また、②「専門家による経営力強化支援事業」

でございますが、経営力強化等に向けたセミ

ナーの開催や専門家派遣に要する経費を補助す

ることとしております。

 （３）の成果指標につきましては、本事業を

活用し、前年同月と比較して売上高が５％以上

増加した事業者数を採択者の３分の２以上とす

るとともに、実績報告時までに事業場内最低賃

金を５％以上引き上げた事業者数を採択者数の

２分の１以上とすることを目標としております。

 ９ページを御覧ください。

 ただいま御説明いたしました「県内事業者の

「稼ぐ力」強化支援事業」及び先ほど言及いた

しました「中小企業再生支援強化事業（物価高

騰対策）」の事業期間につきましては、国の補

正予算の関係により、事業実施期間が不足する

ことから、来年度へ繰り越した上で実施するこ

ととしております。

 また、上から２つ目の「物価高対応プレミア

ム付商品券等発行事業」につきましては、令和

７年度11月追加補正で措置した事業でございま

すが、事業主体である市町村において事業が繰

越しとなることから、併せて来年度への繰越し

をお願いしているものでございます。

 10ページを御覧ください。

 続きまして、小規模企業者等設備導入資金特

別会計について御説明いたします。

 一番上の（事項）小規模企業者等設備導入事

業助成費につきまして8,776万円の増額でござい

ます。

 こちら右から２列目の説明及び事業名にあり

ますとおり、主なものといたしましては、１、

貸付事業の9,445万1,000円の増額となっており

ます。

 こちらにつきましては、前年度の繰越金や貸

付原資の執行残が確定したこと等によりまして、

今年度の貸付原資となります歳入が増加するこ

とから、その見合い分を増額するものでござい

ます。

 その下の（事項）元金を御覧ください。

 658万5,000円の減額でございます。

 １、高度化資金借入金元金償還の658万5,000

円の減額でございます。

 こちらにつきましては、中小企業基盤整備機

構から借り入れた貸付原資の償還につきまして、

高度化資金借受者の条件変更が発生したこと等

に伴い、減額するものでございます。

○徳地企業振興課長 常任委員会資料11ページ

を御覧ください。

 当課の補正額は、表の左から３列目、補正額

の欄にありますとおり３億4,724万8,000円の増

額をお願いしております。その結果、右から３

列目、補正後の額は21億9,514万1,000円となり

ます。

 主な内容について御説明いたします。

 12ページを御覧ください。

 まず、上から３つ目の（目）工鉱業振興費、

（事項）新事業・新分野進出支援事業費385万

3,000円の減額であります。
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 主なものとしまして、説明及び事業名欄にあ

ります１「宮崎県産業振興機構創業支援等事業」

142万7,000円の減額です。

 これは、県産業振興機構の業務管理に要する

経費を補助するものでございますが、県産業振

興機構が実施した執務室の環境整備等に要する

費用について見込みを下回ったことに伴い、減

額するものでございます。

 次にその下の２「イノベーション共創促進事

業」107万1,000円の減額です。

 これは、新技術開発・新事業創出のため、産

学官グループ等による研究開発を支援するもの

でございますが、補助金の活用が見込みを下

回ったことなどに伴い、減額するものでありま

す。

 次に、（事項）技術振興対策費377万7,000円

の減額であります。

 これは、工業技術センター及び食品開発セン

ターにおける職務発明に係る特許出願料や弁理

士への相談等に要する経費が見込みを下回った

ことなどに伴い、減額するものであります。

 次に、一番下の（事項）産業集積対策費５億

675万2,000円の増額であります。

 国の補正予算等に伴う増額であり、説明及び

事業名欄の２「ものづくり企業物価高騰対策設

備等改修支援事業」３億7,698万7,000円の増額、

９「特別高圧電気料金激変緩和事業」１億3,914

万2,000円の増額でございます。

 この２つにつきましては、後ほど事業説明概

要資料で御説明いたします。

 次に６「医療関連機器産業成長促進事業」569

万6,000円の減額であります。

 これは、県内企業が行う医療関連機器の開

発・改良に必要な経費などの支援について補助

金の活用が見込みを下回ったこと、また、県外

展示会等の出展について見積り合わせ等の結果、

経費を節減できたことに伴い、減額するもので

ございます。

 続いて、13ページを御覧ください。

 （目）工業試験場費の一番上の段、（事項）

工業技術センター総務管理費１億168万円の減額

であります。

 主なものとして、説明及び事業名欄１の工業

技術センター運営管理費3,981万2,000円の減額

であります。

 これは、工業技術センター及び食品開発セン

ターの運営管理等に要する経費でございますが、

施設のＬＥＤ照明や設備更新工事等の施設改修

に要する経費につきまして、入札等により生じ

た執行残を減額するものでございます。

 次に、６「設備整備事業」6,158万5,000円の

減額であります。

 これは、地方自治体が施行する競輪やオート

レースの売上げの一部を活用し、公設試験研究

機関等の機器整備等を行う公益財団法人ＪＫＡ

─日本競輪オートレースの補助金による「設

備整備事業」でございます。

 工業技術センターの機器整備として、本年度

４件申請しておりましたが、１件のみの採択と

なり、補助金の採択額が決定したことに伴い、

減額するものでございます。

 次に、その１つ下、（事項）工業技術研究開

発費744万3,000円の減額、一番下の（事項）食

品開発センター研究開発費547万7,000円の減額

につきましては、両センターの受託研究事業費

が確定したことに伴い、減額するものでござい

ます。

 それでは今回、国の重点支援交付金を活用し

て増額補正をお願いしております２つの事業に

ついて御説明をいたします。
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 14ページを御覧ください。

 まず、「ものづくり企業物価高騰対策設備等

改修支援事業」でございますが、予算額は３億

7,698万7,000円、財源は国の重点交付金となり

ます。

 事業の目的ですが、物価高騰等の影響を受け

ている製造事業者の、省力化や自動化などの生

産設備の改修や先端技術への投資経費の一部を

支援するものでございます。

 この事業は、令和５年６月補正から今回で５

回目の実施となり、直近では、昨年の２月補正

にて予算を計上したところでございます。

 事業の概要にありますように、対象事業とし

まして、県内製造事業者が行う、省エネルギー、

省コスト化につながる設備改修や生産ラインの

自動化といった生産プロセスの改善のほか、将

来的な事業の新展開を見据えた設備改善につき

まして、その経費の一部を支援するものでござ

います。

 補助率は２分の１以内、補助上限は1,500万円

で、県が企業へ直接補助いたします。

 成果指標につきましては、企業１社の補助上

限が1,500万円であることから、予算額から25社

以上の支援を想定しております。

 その25社の約６割の15社以上が事業の実施に

より、付加価値額を年率平均３％以上増額させ

ることを指標としております。

 次に、15ページを御覧ください。

 「特別高圧電気料金激変緩和事業」でござい

ます。

 予算額は１億3,914万2,000円、財源は国の重

点交付金となります。

 この事業も令和５年６月補正から今回で６回

目の実施となり、直近では、昨年の９月補正に

て予算を計上したところでございます。

 事業目的は、電気料金が高騰する中、特別高

圧電力を受電する中小企業等の電気料金の一部

を支援することで負担軽減を図るものでござい

ます。

 16ページを御覧ください。

 電気需要につきましては、表にありますとお

り、一般家庭などの低圧電力、工場やオフィス

等の高圧電力、大規模な工場等が利用する特別

高圧電力に分かれております。

 これまでも低圧及び高圧電力の利用者には、

国が電力会社に一定額を補助することで負担軽

減を図っておりますが、この対象とならない特

別高圧電力につきましては、各都道府県が事業

者を支援するよう、国も推奨していることから、

今回、特別高圧電力を受電する中小企業等を支

援するものでございます。

 15ページにお戻りください。

 事業内容でございますが、県内に事業所を有

する特別高圧電力を受電する中小企業等に対し

て、現在、国が今年の１月から３月まで３か月

分の支援を実施していることに準じまして、補

助対象期間を令和８年１月使用分から３月使用

分としております。

 補助額については、令和８年１月及び２月使

用分が１キロワットアワー当たり1.2円以内、令

和８年３月使用分が１キロワットアワー当たり

0.4円以内としており、従来の支援内容と同様、

高圧契約の利用者に対する支援額の半額程度に

単価を設定しております。

 （２）事業の仕組みは、県からの直接補助で

あり、（３）成果指標も前回同様、本事業が負

担軽減につながったと回答する企業の割合100％

としております。

 続きまして、17ページを御覧ください。

 繰越明許費の追加についてです。
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 先ほど御説明いたしました、表の上から２段

目の「ものづくり企業物価高騰対策設備等改修

支援事業」３億7,698万7,000円、そしてその１

つ下の「特別高圧電気料金激変緩和事業」１億

3,914万2,000円につきましては、国の補正予算

の関係により、事業実施期間が不足することか

ら、令和８年度への繰越しをお願いするもので

ございます。

○湯浅雇用労働政策課長 当課の２月補正予算

について御説明いたします。

 資料の18ページを御覧ください。

 当課の補正予算額は、左から３列目の補正額

の欄にありますとおり26億7,046万9,000円の増

額をお願いしております。

 その結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄のとおり42億9,666万1,000円

となります。

 それでは、補正の主な内容について御説明い

たします。

 19ページを御覧ください。

 （目）労働教育費の２番目、（事項）働きや

すい職場環境づくり整備事業費について29億

1,518万2,000円の増額であります。

 これは、説明及び事業名の欄の３「働きやす

い職場「ひなたの極」強化事業」のうち、奨励

金の給付実績に伴う減額や、４の新規事業「最

低賃金引上げ対応緊急支援事業」などに伴うも

のであります。

 この新規事業につきましては、後ほど、事業

概要説明資料で御説明いたします。

 次に、20ページを御覧ください。

 （目）職業訓練総務費の上から３番目の（事

項）認定職業訓練費について1,102万1,000円の

減額であります。

 これは、説明及び事業名の欄の１、認定職業

訓練助成事業費補助金の分となります。

 この事業は、認定職業訓練を行う職業訓練法

人等に対して運営費等を補助するものですが、

開講コース数の減などにより、国庫補助決定額

が減額となったことに伴うものであります。

 次に、21ページを御覧ください。

 （目）職業訓練校費の（事項）県立産業技術

専門校費について２億508万円の減額であります。

 主なものとしましては、説明及び事業名の欄

の９「離職者等訓練事業」に係る１億3,053万円

の減額になります。

 これは、離職者の再就職に向けた各種職業訓

練の実施に当たり、対象者が見込みを下回り、

国庫補助決定額が減額となったことに伴うもの

であります。

 それでは、新規事業の詳細につきまして御説

明いたします。

 22ページを御覧ください。

 新規事業「最低賃金引上げ対応緊急支援事業」

です。

 予算額は29億1,779万4,000円、財源は国庫

（重点交付金）であります。

 この事業は、事業の目的にありますとおり、

令和７年度の最低賃金の大幅な引上げに対応し

た県内中小企業等に支援金を支給することで、

企業等における経営への影響を緩和するととも

に、雇用維持を促進するものであります。

 事業内容ですが、賃上げ対応緊急支援金とし

て、中小企業等が従業員の賃上げを行った場合

に、従業員１人当たり７万円、１事業者当たり

最大50人分の支援金を支給することとしており

ます。

 対象としましては、令和７年３月31日時点に

おいて、時給1,022円以下で働く従業員の賃金を

最低賃金適用日の令和７年11月16日までに時給



令和８年３月６日(金)

- 10 -

1,023円以上に引き上げた事業所としております。

 成果指標ですが、年間４万人を支援し、県内

中小企業等の持続的な賃上げ実現を目標として

おります。

 次に、繰越明許費の追加について御説明いた

します。

 23ページを御覧ください。

 先ほど、御説明いたしました「最低賃金引上

げ対応緊急支援事業」につきましては、国の補

正予算の関係により、事業実施期間が不足する

ことにより繰り越すものであります。

 また、その下の「県立産業技術専門校施設管

理事業」につきましては、県立産業技術専門校

高鍋校における受変電設備の更新を行う工事に

おいて、変圧器の調達が遅れること等が見込ま

れることから、令和８年度へ繰り越す必要が生

じたものであります。

○今村企業立地推進局長 当課の２月補正予算

について御説明します。

 委員会資料の24ページを御覧ください。

 当課の補正予算額は１億488万7,000円の減額

をお願いしております。

 その結果、右から３列目の補正後の額は10億

2,908万3,000円となります。

 それでは、補正の主な内容について御説明し

ます。

 委員会資料の25ページを御覧ください。

 ２つ目の（目）工鉱業振興費の２段目（事項）

立地企業フォローアップ対策費１億1,500万円の

減額であります。

 これは、立地企業の新規雇用や設備投資など

の実績に応じて補助する企業立地促進補助金に

ついて、令和７年度に補助金の申請を予定して

いた企業のうち、一部の企業が年度内の申請を

見送ったことや新規雇用などの実績が当初の見

込みを下回ったこと等に伴う補正であります。

 次に、当課の繰越明許費の追加について御説

明します。

 資料の26ページを御覧ください。

 「半導体関連企業誘致加速化事業」につきま

して、これは市町村が行う半導体関連企業等の

誘致を目的とした工業団地の整備に要する経費

の一部を補助するものでありますが、こちらに

ついて、事業主体である市町村において事業が

繰越しになることにより繰り越すものでありま

す。

○矢越観光推進課長 当課の２月補正予算につ

いて御説明いたします。

 資料の27ページを御覧ください。

 当課の補正予算額は、ページ１番上の行、左

から３列目の補正額の欄にありますとおり、一

般会計と特別会計を合わせまして18億8,306万

7,000円の増額補正をお願いしております。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の欄にありますとおり34億9,912万

9,000円となります。

 このうち、一般会計につきましては、補正額

は18億9,917万4,000円の増額で、補正後の額は

33億5,860万円となっております。

 また、中ほどにあります特別会計につきまし

ては、補正額は1,610万7,000円の減額で、補正

後の額は１億4,052万9,000円となっております。

 主な補正内容ですが、28ページを御覧くださ

い。

 上から２つ目の（事項）県営宿泊休養施設改

善対策費1,293万6,000円の減額であります。

 これは、県営国民宿舎特別会計で実施する国

民宿舎の改修などを行うための繰出金でありま

すが、えびの高原荘運営費のうち、火山活動等

の影響による収入減少補塡補助金の減額や、特
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別会計内での前年度からの繰越金が見込みを上

回ったこと等により、一般会計繰出金が見込み

を下回ったため、減額するものであります。

 次に、その２つ下の（事項）観光交流基盤整

備費１億2,719万4,000円の増額であります。

 主なものとしまして、説明及び事業名欄の１

「宿泊業の生産性・サービス向上支援事業」１

億2,783万4,000円の増額であります。

 こちらは、令和７年度当初予算で計上し、宿

泊施設のＤＸ設備の導入やサービス向上につな

がる施設改修等への支援を行っているものであ

りますが、物価高等に苦しむ宿泊施設を支援す

るため、国の重点交付金を活用し、増額するも

のであります。

 次に、２つ下の（事項）国内観光宣伝事業費

16億4,666万8,000円の増額であります。

 主な補正理由は、１の「教育旅行誘致・定着

促進事業」において、本県で教育旅行を実施す

る学校に対し、貸切りバスの借上げ費用等を助

成する「みやざき学び旅促進事業」が見込みを

下回ったことによる執行残を減額するもののほ

か、３の新規事業「みやざき宿泊旅行需要喚起

事業」につきましては、後ほど事業概要説明資

料にて御説明いたします。

 次の（事項）国際観光宣伝事業費１億5,680万

円の増額であります。

 これは、１の「みやざきインバウンド誘客回

復・強化事業」において、７月に日本で大災難

が起きるという、うわさの影響などで、隣県空

港の直行便が欠航・運休したことにより、本県

を含む旅行商品の造成・販売等を行う現地旅行

会社への支援に係る経費等が見込みを下回った

ことによる減額や、３の「インバウンド向け二

次交通対策強化事業」において、外国人観光客

専用の県内周遊バス、デジタルチケットの販売

枚数が想定見込みを下回ることに伴う減額のほ

か、２の新規事業「インバウンド誘客促進・消

費拡大事業」につきましては、後ほど事業概要

説明資料にて御説明いたします。

 29ページを御覧ください。

 新規事業「みやざき宿泊旅行需要喚起事業」

についてであります。

 予算額は、16億5,746万8,000円で、財源は国

庫（重点交付金）であります。

 事業の目的でありますが、物価高の影響を受

けている観光関連事業者を支援するため、宿泊

割引や観光施設等で利用可能なデジタルクーポ

ン付与により、滞在型観光を促進するものであ

ります。

 事業の概要でありますが、宿泊料金の30％、

上限3,000円の宿泊割引や県内観光施設等で利用

可能な3,000円分のデジタルクーポン付与、平日

の宿泊利用を促進するプレゼントキャンペーン

を実施するほか、旅行会社に魅力的な旅行商品

を造成してもらうための助成事業に取り組んで

まいります。

 実施期間は、令和８年６月から１月の間を予

定しており、本県の観光需要が落ち込む閑散期

対策としても取り組むものであります。

 成果指標ですが、この事業の実施による延べ

宿泊者数を23万人、最終成果として、年間の延

べ宿泊者数を現状の361万人から460万人まで引

き上げることを目標としています。

 30ページを御覧ください。

 新規事業「インバウンド誘客促進・消費拡大

事業」についてであります。

 予算額は１億6,780万円で、財源は国庫（重点

交付金）であります。

 事業の目的でありますが、物価高騰の影響を

受けている観光事業者等を支援するため、イン
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バウンドの誘客促進及び消費拡大対策を実施し、

外国人延べ宿泊者数等を増加させるものであり

ます。

 事業の概要でありますが、外国人観光客の多

くが利用する海外オンライントラベルエージェ

ンシーやＳＮＳ、現地メディアを活用したプロ

モーションを実施するほか、隣県の鹿児島県や

熊本県からの周遊対策、外国人観光客が本県に

来訪した際の消費額の拡大対策に取り組むもの

であります。

 成果指標ですが、外国人延べ宿泊者数を現状

の21万3,000人から36万人まで引き上げることを

目標としております。

 31ページを御覧ください。

 先ほど、御説明いたしました「宿泊業の生産

性・サービス向上支援事業」、「みやざき宿泊

旅行需要喚起事業」、「インバウンド誘客促

進・消費拡大事業」の事業期間につきましては、

いずれも令和７年度としておりますが、国の補

正予算の関係により事業実施期間が不足します

ことから、来年度へ繰り越した上で実施するこ

ととしております。

 次に、特別会計についてであります。

 32ページを御覧ください。

 まず、えびの高原スポーツレクリエーション

施設特別会計であります。

 （事項）スポーツレクリエーション施設元金

89万5,000円の減額、（事項）スポーツレクリ

エーション施設利子19万3,000円の減額で、いず

れもアイススケート場製氷車倉庫建設工事の繰

越しに伴い、公営企業債の借入れを延期したこ

とによる起債償還金の減であります。

 次に、33ページを御覧ください。

 県営国民宿舎特別会計であります。

 主な補正内容は、（事項）国民宿舎「えびの

高原荘」運営費の1,457万2,000円の減額で、こ

れは、１の施設維持費で実施予定であった、照

明ＬＥＤ化工事を機器リース方式に変更したこ

とに伴う減額のほか、３の火山活動の影響等に

よる県道通行止めの際に、指定管理者へ支払う

収入減少補塡補助金の実績に伴う減額でありま

す。

○渡邊スポーツランド推進課長 当課の２月補

正予算について御説明いたします。

 資料の34ページを御覧ください。

 当課の補正予算額は、一番上の行、左から３

列目の補正額の欄にありますとおり6,211万

7,000円の増額補正をお願いしております。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますとおり８億5,675万

9,000円となります。

 主な補正内容ですが、35ページを御覧くださ

い。

 上から２行目、（事項）スポーツランドみや

ざき推進事業費5,700万8,000円の増額でありま

す。

 主なものとしまして、説明及び事業名欄の３、

新規事業「スポーツランドみやざき誘客対策事

業」については、後ほど、事業概要説明資料に

て御説明いたします。

 次に、４の「スポーツランドみやざき全県展

開事業」1,200万円の減額であります。

 こちらは、大規模イベントや国内外の代表合

宿の受入れに伴う支援を行うものでありますが、

大規模イベント等に要する経費が見込みを下

回ったこと等による執行残を減額するものであ

ります。

 次に、６の「市町村スポーツ施設等整備強化

事業」1,300万円の減額であります。

 こちらは、市町村が実施するスポーツキャン
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プ・合宿の受入施設等の環境整備に要する経費

の補助となりますが、市町村での整備年度の変

更や入札残により減額するものであります。

 36ページを御覧ください。

 新規事業「スポーツランドみやざき誘客対策

事業」についてであります。

 予算額は、１億165万円で、財源は国の重点交

付金となります。

 事業の目的でありますが、物価高騰等により

影響を受けている事業者を支援するため、春季

キャンプシーズン以外の４月～12月の期間の大

会等の誘致やアマチュアスポーツ合宿の誘致に

重点的に取り組むものでございます。

 事業の概要についてですが、事業内容は（１）

の①に記載のとおり、県内の宿泊施設を利用し

て、本県でスポーツ競技に関する大会等を主催

する団体へ補助する事業と、（１）の②に記載

のとおり、本県で合宿を実施する県外のアマ

チュアスポーツ団体等の宿泊費用やバス借上げ

経費等を補助する事業を実施いたします。

 （３）の成果指標ですが、この事業の実施に

より、令和８年度の観光入込客数1,650万人回、

県外からのキャンプ・合宿の延べ参加者数25万

人を目指すこととしております。

 次に、37ページを御覧ください。

 １段目の「木崎浜サーフィン環境整備事業」

です。

 当事業は、今年度の６月補正事業であり、木

崎浜へのアクセス道路やサーフィンセンターの

駐車場整備のための設計を行っておりますが、

隣接する保安林との境界の確認等に時間を要し

たことから、一部を令和８年度へ繰り越す必要

が生じたものであります。

 ２段目の「スポーツランドみやざき誘客対策

事業」につきましては、先ほど御説明しました

事業で、国の補正予算の関係により、事業実施

期間が不足することから、翌年度へ繰り越した

上で実施することとしております。

 最後に、３段目の「屋外型トレーニングセン

ター環境整備事業」ですが、この事業は、ト

レーニングセンターの東屋や観客席設置等の整

備を行っておりますが、観客席設置等について

資材の調達が遅れたことから、一部を令和８年

度へ繰り越す必要が生じたものであります。

○牧国際・経済交流課長 委員会資料の38ペー

ジを御覧ください。

 当課の補正予算額は、ページ１番上の行、左

から３列目の補正額のとおり8,349万4,000円の

増額をお願いしております。その結果、右から

３列目の補正後の額は10億3,213万6,000円とな

ります。

 補正の主な内容を説明いたします。

資料の39ページを御覧ください。

 まず１つ目の（事項）国際交流推進事業費879

万9,000円の減額であります。

主なものとしまして、説明及び事業名欄の３

「「世界とのつながり」強化推進事業」728万

3,000円の減額であります。これは主に海外から

各分野のキーパーソンの招聘にかかる旅費など

の事務費が、見込みを下回ったことにより減額

するものであります。

 次の（事項）海外技術協力費371万9,000円の

減額であります。説明及び事業名欄の１「世界

との絆、国際協力推進事業」の減額であります

が、留学希望者にかかる旅費や受入先への補助

金などの経費が見込みを下回ったことにより減

額するものであります。

 次に、事項名の欄、上から４つ目の（事項）

県産品販路拡大推進事業費１億2,949万円の増額

であります。
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説明及び事業名欄の１「県産品振興事業」389

万7,000円の増額であります。これは東京のアン

テナショップ「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」の

施設維持管理費でありますが、水道光熱費の増

額により必要経費を増額するものであります。

 次に、その下の２「ふるさと宮崎応援寄附金

拡大事業」の3,659万3,000円の増額であります。

これはふるさと納税の返礼品に要する事務経費

でありますが、今年度も昨年度に引き続き、寄

附に関するポータルサイトや返礼品を増やすな

どの取組を行ったことにより、寄附額が増加す

る見込みであり、それに伴い必要経費を増額す

るものであります。

 次に、その下の３～５の新規事業につきまし

ては、国の重点支援交付金を活用しているもの

でありまして、事業概要説明資料について御説

明いたします。

 40ページを御覧ください。新規事業「県産品

販路開拓特別支援事業」についてであります。

予算額は4,800万円で、財源は国庫（重点交付金）

であります。

 事業の目的でありますが、物価高騰の影響を

受けている県内事業者の販路開拓を支援するた

め、バイヤー等が集結する大型展示商談会へ宮

崎県ブースを出展し、県産品の認知度向上と事

業者の収益改善を図るものであります。

 事業の概要でありますが、大都市圏にて開催

される大型展示商談会への出展や、商談会に向

けての事業者への伴走支援を行うほか、県産品

の紹介パンフレットや動画を作成し、展示商談

会等にて活用しながら、効果的な販路拡大活動

に取り組むものであります。

 成果指標ですが、この事業による大型展示商

談会出展事業者数を51社、成約件数を153件とす

ることを目標としております。

 41ページを御覧ください。新規事業「都市圏

への「宮崎の食」販路拡大特別支援事業」であ

ります。予算額は2,400万円で、財源は国庫（重

点交付金）であります。

 事業の目的でありますが、物価高騰の影響を

受けている県内事業者の販路拡大を支援するた

め、大都市圏の大手百貨店等において、県産品

等のプロモーションを実施し、県産品の認知度

向上と事業者の収益改善を図るものであります。

 事業の概要でありますが、百貨店等における

県産品等のプロモーションとして、国内富裕層

やインバウンド、食に関心が高く購買力が非常

に強い消費者が多く来店される大都市圏の大手

百貨店等において、効果的な販売促進活動に取

り組むものであります。

 成果指標ですが、この事業による出展及び出

品事業者数を延べ136社とすることを目標として

おります。

 42ページを御覧ください。新規事業「本格焼

酎プロモーション特別支援事業」であります。

予算額は1,700万円で、財源は国庫（重点交付金）

であります。

 事業の目的でありますが、加工用米をはじめ

とする原材料費や資材の高騰の影響を受けてい

る県内事業者を支援するため、県内外における

プロモーションを強化することで、宮崎の本格

焼酎のさらなる販路拡大や認知度向上を図り、

事業者の収益改善につなげるものであります。

 事業の概要でありますが、宮崎県酒造組合が

実施する、飲食店や卸業者等向けの国内主要都

市等での試飲会、商談会等に要する経費の補助

を行い、宮崎の本格焼酎のＰＲに取り組むもの

であります。

 成果指標ですが、宮崎の本格焼酎の課税移出

数量を、現状の９万9,000キロリットルから10万
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4,000キロリットルに増加させることを目標とし

ております。

 43ページを御覧ください。ただいま御説明い

たしました、「県産品販路開拓特別支援事業」、

「都市圏への「宮崎の食」販路拡大特別支援事

業」、「本格焼酎プロモーション特別支援事業」

の事業期間につきましては、いずれも令和７年

度としておりますが、国の補正予算の関係によ

り、事業実施期間が不足することから、次年度

へ繰り越した上で実施することとしております。

○内田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

 これから質疑に入りますが、時間の都合上、

御答弁に関しては簡潔明瞭にお願いしたいと思

います。質問する側も簡潔明瞭でよろしくお願

いいたします。

 それでは、予算議案について質疑はありませ

んか。

○福田委員 資料８ページをお願いします。

「稼ぐ力」というタイトルの事業となっていま

すが、この「稼ぐ力」というのが気になります。

例えば、対象が企業だとすると、企業の本質そ

のものが利益の追求なんですね。企業内で常に

そういうことに取り組んでいるのに、今回、

「稼ぐ力」として応援するというときに、ここ

に生産性向上させるとかが書いてありますが、

具体的にはどういう形で応援に入られると考え

ていますか。

○河村商工政策課長 こちら過年度も類似の事

業をさせていただいております。その中の実際

の事例といたしましては、何らかの設備投資を

いたしまして、例えば、小型の清掃器具を導入

して、今まで２人がかりでやっていたものを１

人でできるようになったので、営業件数が１日

２件とか３件とか増えたとか、食材のブレン

ダーを機械式にして、人がずっとついてなくて

もできるようにして、ほかの仕事もできるよう

にしたとか、そういった生産性を上げるような

取組について、実際に補助金にて支援させてい

ただいているような形になります。

○福田委員 スタイルとしてはどういう時系列

といいますか、入り込みでいかれるのでしょう

か。

○河村商工政策課長 事業の流れといたしまし

ては、こちらの予算を認めていただいた場合に

は、４月頭ぐらいから案内させていただいて、

恐らく、昨年の例によると５月中には応募を締

め切るというような形になろうかと思います。

 実際には応募件数の中で審査をいたしまして、

その中で事業の実現性であったりとか、中身の

精査をさせていただいて、採択させていただく

ような形になります。

事業期間も１年なので、来年度内に事業を実

施していただいて、何か設備投資をする場合に

は購入していただいて、実際の取組に移るとい

うような流れになります。

○福田委員 事業の概要の②に、経営力強化の

ためのセミナー実施とありますが、今考えてい

るセミナーはどういう例がありますか。

○河村商工政策課長 こちら改善事業となって

おりますが、今回、この②の部分が昨年度から

の追加の部分になっていまして、今想定してい

ますのは、経営力強化のための取組の事例の紹

介ですとか、あるいは原価管理もなかなか取組

が進んでいない事業者もいると聞いていますの

で、そういったところの啓発等も含めてやって

いきたいと思っています。

 現状維持でいいという事業者の割合もそれな

りに一定数ありますので、そこの裾野の拡大と

いう意味で、こういったセミナーもやらせてい
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ただきたいと思っています。

○福田委員 言葉で並べるよりも、実際に成功

した事例、例えば、皆さん御存じだと思うんで

すが、稲盛和夫さんが入っていってＪＡＬが復

活したとか、結局そういったお金の応援よりも、

従業員の素質のアップをやるのがこのセミナー

じゃないかなと思うんですね。

だから、そういうところで本気になって、

もっと具体的に例えば、企業から数名選出して

とか、そのくらいしないと１人来たって、ほと

んど効果はないですよ。数名くらい来てもらっ

て、そして勉強した後に結果を報告しろとか、

そのくらいちょっと突っ込んだ内容でいくべき

じゃないかなと思うんですけれども、いかがで

しょうか。

○河村商工政策課長 今回、成果指標の中に売

上高の５％以上、３分の２以上という形で設定

させていただいていまして、私どもとしては、

事業の成果として多くの方が売上げアップです

とか、賃金の引上げに成功していただきたいと

思っております。

 今回、少し問題意識と被る部分として、成功

事例について、我々も今まであまりフィード

バックをしていなかったというのが正直ござい

ました。令和７年度の、今まさにやっている事

業─少しその優良な事例については、特に対

象となるのが小規模事業者なので、私どもとし

ても、同じような人たちがどういった形で成功

したのかというのを少し事例としてまとめて、

この公募の前にはしっかり公表して、それを

知った上でこういう取組をしてほしいというよ

うな仕組みは考えています。

○福田委員 入り込みが大事だと思います。恐

らくどこでも品質管理課とかあるんですけれど

も、そこに入っていかないと、なかなかそこだ

けの止まりになってしまうと思うので、本気で

やって突っ込んでほしいなと思います。

○日高委員 基本的なところをちょっと言いた

かったんです。いつも説明をもらっていますが、

先ほど福田委員の質問でもちょっと思ったんで

すけれども、皆さんが説明すれば説明するほど、

逆に分からなくなるんですよね。

先ほど言ったように、「稼ぐ力」の強化、い

わゆるこの設備投資がありますよね。また、も

のづくりの物価高騰のための設備等の支援とか、

頭がごちゃごちゃになります。とにかく部や課

で分かっても、課の横のつながりというか、

じゃあこの、ものづくりの企業の物価高騰の設

備等の支援を受けたら、逆に商工政策課の「稼

ぐ力」の支援も同時に受けていいんですかとか

ですね。

やっぱり概要が見えない、イメージができな

い。説明を聞いても、ああなるほど、こういう

企業がこういう形でこういうのを使うんだって

いうイメージができない。

○児玉商工観光労働部長 失礼しました。簡潔

に申し上げますと、先ほど商工政策課長のほう

が御説明したものについては、対象が県内の中

小企業とか、小規模事業者が大体メインになる

のかなと思っていまして、補助上限額と見てい

ただくと、50万円とか100万円なんですね。もう

一つ、日高委員の方から御紹介のございました、

ものづくりのほうなのですが、こちらについて

は、補助上限1,500万円ということで、より大き

な設備投資等を行うような場合という形になり

ます。

 対象のそれぞれ規模がありますので、それに

合わせた事業構築を図ったというところでござ

います。今後、説明に当たりましたら、その辺

も簡潔に御説明したいと思います。
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○日高委員 それは分かるんです。でも結局、

１億円の設備投資をやりたいとした時に、そん

な中でもやっぱり補助額が100万円ぐらいしかな

いとか150万円しかないけれども、やっぱり補助

があれば取りに行きますよねっていう話なんで

す。規模に合わせた補助金というのは、それは

そちら側が考えることであって、企業側は、

やっぱりこういう事業なんかを、どううまく伝

えていくかで、分かりやすい企業とか、この辺

はずっとなるほどねって見ている企業とか、こ

ういう事業があるのを知らないなという企業も

当然出てくるわけであって。

だから言ったように、フィードバックができ

てない。事業を立ち上げる、立ち上げて実行に

移す、最終的にどういう成果、効果があったか

というところが、商工観光労働部だけじゃない

んですよ。県全体でフィードバックが取れてな

い、つながっていけていないというのは見受け

られるんです。

○児玉商工観光労働部長 日高委員から大変重

要な御視点から御指摘をいただいたと思います。

県におきましては、先ほど申し上げました中

小企業、小規模事業者がメインになるような事

業、また、ものづくりについては、それよりも

やや規模の大きいところの中小企業とかが対象

になるかと思うんですけれども、国のほうにお

きましても、中小企業の省力化の投資支援の取

組をやっています。こちらは、より規模が大き

いもの、最大で、例えば１億円とか、そういっ

たものもございます。

 ただ、それぞれに補助割合というものがござ

います。ということは、それぞれの事業者にお

いて負担すべき部分がございますので、それぞ

れの事業者様が御用意できる資金に応じたメ

ニューを選択していただくのがよろしいかと

思っております。その内容につきまして、しっ

かり事業者の皆様に分かりやすく周知を図って

いくことが大事だと思いますので、商工会や商

工会議所、また工業会等を通じまして、しっか

りその内容については周知を図ってまいりたい

と考えております。

○日高委員 ぜひ、そういう形でお願いしたい

と思います。そして、課長が言ったように、こ

の「稼ぐ力」は２年目だと、いわゆる改善事業

だと、②の専門家による経営強化支援を入れた

ということです。

ということは、①の生産性向上でこれだけ予

算が明確に出ているわけで、やはり予算をつけ

る前のところで、ある程度、来年度はこういう

企業がピックアップできるねというところも、

前年度があったわけですから当然押さえられる

と思うんですよ。

 そういうところもしっかりと前年度からつな

がって、この事業を継続して補助金をこれぐら

いに上げて、執行もしっかりやっていこうとい

うところの組立てはできているのかなというと

ころを、これをやってみたはいいが、減額では

いけないと思う。その辺ってやはり考えてやる

わけですよね。

○河村商工政策課長 当然、この類似の事業を

やっている場合には、前年度、あるいは当年度

の事業実績というのを考慮しつつ、改善するべ

きところは改善してやっておりまして、先ほど

の質問に関連すると、例えば①の補助額につい

ても、今回予算規模も大きくしております。そ

れは、昨年度の実際の申請数等を考慮しまして、

それに対して十分対応できるような件数を採択

できるように予算を組んだというところでござ

います。

○日高委員 基本的なことを聞きました。
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○内田委員長 関連でありますか。

○福田委員 今、お話を聞いていて、中小企業

よりも小規模事業者が対象の内容と聞いたんで

すけれども、例えば小規模事業者でクレーンを

使って物をいろいろ積んだりしているところは、

フォークリフトのほうが絶対効率いいですよね。

そういうのでフォークリフトを申請するという

のは何％か支援してもらえるようなシステムな

んですか。

○河村商工政策課長 個別のケースになります

けれども、こういった生産性向上に資するとい

う形で、当然ながらフォークリフトの導入はそ

うなると思いますので、対象にはなり得るとは

考えております。

○内田委員長 関連ないですか。では、そのほ

かで。

○坂本委員 ３つほどありますけれどもいいで

すか。順番に申し上げます。資料６ページの中

小企業融資制度貸付金の執行残についてちょっ

とお伺いしたいんですが、御説明では融資が予

定を下回ったということで、金額は決して小さ

くなく32億9,600万円という執行残。念のため令

和６年度の分も見ましたが、昨年度が８億8,000

万円ぐらいということで、たまたま昨年度が低

かったのか、ここについて御説明いただけます

か。

○長谷川経営金融支援室長 この事業ですけれ

ども、当年度の新規貸付分と過年度の貸付分に

ついて、その原資の一部を金融機関に預託して

いるというものでございます。

ですので、昨年度といいますか、コロナのと

きに、相当程度のコロナ関連の融資で、過年度

融資が積み上がっているということがございま

して、どんどん繰上償還等が進む関係上、この

ような形で減額させていただいているというこ

とでございます。

○坂本委員 ということは、毎年30億円程度、

執行残が残るという前提でやっていると理解し

ていいんですか。

○長谷川経営金融支援室長 当該年度の予算積

算に当たりましては、これまでの既存の分は、

ある程度、実績を踏まえ、そして新規の分も、

例えば今年度の新規の融資の実績を踏まえて、

翌年度予算を組むんですけれども、やはりコロ

ナのときに相当程度融資の残高が増えておりま

すので、その償還が予想以上に進んでしまいま

すと、どうしても予算との乖離が大きくなって

しまうということは生じてしまいます。

○坂本委員 分かりました。お聞きしたかった

のは、執行残なので、見込みの制度の話とか、

それから国のほかの制度のほうが有利だとか、

そういった背景があるのかなと思ったものです

から、お伺いしました。

○長谷川経営金融支援室長 確かに県の融資制

度以外にも、国の、例えば商工中金であったり、

そういう政府系金融機関の融資制度もございま

す。そしてさらに民間の金融機関のプロパー融

資もございますので、実際、事業者の方が借り

入れる場合には、そのあたりの条件を見ながら、

実際には融資を申し込むというような状況があ

るというふうに聞いております。

 しかしながら、県といたしましては、可能な

限り融資利率も低く抑えて、長期で固定という

ような借りやすい制度に今後もしていきたいと

い考えております。

○坂本委員 分かりました。続けていいですか。

では、別のところに移ります。

 資料29ページの「みやざき宿泊旅行需要喚起

事業」について伺います。

 県内宿泊割引及びクーポン付与等の支援とい
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うことで16億4,400万円ついていますけれども、

それぞれ金額の内訳は分かりますか。県内宿泊

割引、デジタルクーポン、平日プレゼントキャ

ンペーンとありますけれども、この16億円の内

訳です。

○矢越観光推進課長 宿泊割引の原資の部分が

５億7,500万円、クーポンの原資が６億9,000万

円、それから景品関係が1,500万円、事務局の運

営費が２億5,902万8,000円、プロモーション経

費で１億560万円を組んでおります。

○坂本委員 ここについては１点だけ、これま

で過去にも宿泊割引キャンペーンって実施され

ていまして、それで全国的に、便乗値上げと言

いますか、何％、何十％割引します、それに合

わせて、もともとの宿泊料が上がってしまって、

あまりお得感がないというケースがあると聞い

てきたんですけれども、宮崎ではそういった

ケースってのはあまりなかったんでしょうか。

○矢越観光推進課長 直近では昨年度、春旅

キャンペーン等々、同じようなキャンペーン事

業をさせていただいておりますけれども、委員

御指摘のような話は伺っていないところであり

ます。

○坂本委員 ということは、県のほうからも、

そういった市場の価格の変動といいますか、前

後で都度、確認しているというように理解して

いいんですか。

○矢越観光推進課長 市場の価格動向というと

ころは、我々のほうで都度都度、確認している

わけではございませんが、御懸念のようなとこ

ろの部分については、これまでのキャンペーン

等では、話は伺っていないというところでござ

います。

○坂本委員 コロナのときはかなり下がったの

で余計感じているのかもしれませんけれども、

結構全体的にコロナ以降に、宮崎市内もかなり

宿泊料が上がっているという、これは肌感覚で

ありますけれども、そういう感じがするんです

ね。それで、なおかつ割引キャンペーンがある

ということで期待される方も多いと聞くんです

けれども、思ったよりも下がっていないよねと

いうことで、それが、県が今回狙いとしている、

宿泊を増加させることにつながるのかなという

懸念があります。

○矢越観光推進課長 宿泊料金が実際上がって

いる部分につきましては、やはり経営上の仕入

れ価格、エネルギー高騰関係もございますが、

それで我々がアンケートを取ったときに、６割

ぐらいのところが価格に一応転嫁していますと

いうところがございました。まだ４割近くのと

ころが逆に言うと価格に転嫁できていない、な

かなか値上げができていないというところがあ

ると思います。また、価格に転嫁しているとこ

ろも、恐らくギリギリのラインでされていると

ころも多いというように考えております。

 そういう経営上の売上げに対する厳しい部分

もあるでしょうから、県の方でこうしたキャン

ペーンを実施することによりまして、多くの観

光客の方に来ていただいて、売上げをその部分

で伸ばしていただいて、物価高騰に対応してい

ただければと考えております。

○坂本委員 分かりました。便乗はないという

ことで理解していいですね。

○矢越観光推進課長 御指摘のようなところも

踏まえまして、事業の実施に当たりましては取

り組んでまいりたいと思います。

○坂本委員 もう一点だけ。そもそもこの事業

が、おっしゃるように物価高騰等で経営圧迫し

ている県内の観光関連企業への支援という目的

がありますので、そういう点で、今回の一連の
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支援事業は、対象は県内のお客さん、県外のお

客さんと分けてないんですか。

○矢越観光推進課長 県内にお泊まりいただく

方、県内の宿泊施設を利用していただいた方に

なりますので、県内外を問わずということにな

ります。

○坂本委員 利用者の側からの視点になります

けれども、割引がなくても来るお客さんってい

らっしゃると思うんですね。地元の、県内のお

客さんが宮崎県内のホテルに泊まりにくくなっ

ているという印象が、この１、２年ずっとあり

まして、簡単に言うと、仕事等で領収書が使え

る方たちはそんなに影響はないけれども、普通

にそれまで県内を行き来されて宮崎市内に泊ま

るというときに、やっぱり宿泊料が上がってい

て、なかなか宿泊できない。そういった方たち

が多いなという印象があるものですから、この

観光事業者の方たちを支援するということでい

うと、また加えて、県内の利用者の方たちのこ

とを考えていくと、今後、県内客に絞ったそう

いった取組も必要なのかなと思うものですから、

ちょっと申し上げたところです。そういった視

点というのはあまりないのでしょうか。

○矢越観光推進課長 委員が先ほどおっしゃっ

た、キャンペーンがなくても来られる人がいる

という部分につきましては、この事業では、閑

散期対策の部分も考えております。ですので、

個人のところ、①の実施期間につきましては、

10～11月のいわゆる行楽シーズンの部分は外し

ているというような状況になっております。

 そういったところは、恐らく自主的に来てく

ださる方も多いだろうということで、この事業

では実施期間から外しているところでございま

す。

 おっしゃられた県民の方々が、例えば、宿泊

ですとか、そういったところにつきましては、

現状、直接利用できる事業というのは、この宿

泊旅行需要関係事業を利用していただくのが一

番よろしいんですけれども、これ以外でそうい

う具体的な支援事業があるのかと言われますと、

特段準備をしているということではございませ

ん。間接的にはいろいろな事業があるかと思っ

ています。

○坂本委員 事業の期間が９月ということで、

先ほど話が出ましたひなたフェスがちょうど９

月に重なっており、この時期の宿泊施設を見ま

すと、宮崎市内のビジネスホテルでも10万円を

超えているという状態なんですね。それで県外

のお客さんで、別に割引がなくても来られると

いう方たちもかなりたくさんいらっしゃると思

います。割引をやる目的というか、そこをもう

ちょっとはっきりさせるということが必要じゃ

ないかなと思ったものですから、申し上げさせ

ていただきました。

○日高委員 成果指標を見ると、３年間で100万

人を目指しているということだと思います。延

べ宿泊者数23万人ということで、３年間で69万

人。あとの残りの31万人はまた別の、普通に上

がっていくだろうということでいいですか。

○矢越観光推進課長 本県の延べ宿泊者数のと

ころでいきますと、令和８年に460万人という成

果指標を掲げておりますが、これは観光振興計

画を作成したときに掲げている成果指標になり

ます。これをクリアするのはハードル的に非常

に高いのかと考えております。

 先月の末に速報値が出ましたけれども、令和

７年の延べ宿泊者数が約387万人となっておりま

す。それでいきますと、まだかなり開きがござ

いますので、我々としましては、振興計画に令

和８年度に460万人という延べ宿泊者数を掲げて
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おりますので、成果指標としてはやはりこれを

目標に頑張っていくべきだろうということで、

この事業についても成果指標でこの数字を使わ

せていただいております。

○日高委員 100万泊というのは当然目指すべき

ところであって、例えば今、宮崎県ではハード

ルが高いけど、他県の伸びからすると本当に

ハードルが高いのかなと思ったりするんですよ。

 先ほどの坂本委員の質問でも、普通にクーポ

ンなんかやらなくても来ますよという、当然そ

れも今、大分コロナ禍からするとそういう時代

だったかもしれないけれど、それがどう跳ね

返ってくるか。

もうやるんだったら、いってみれば０か100か

ぐらいの気持ちで、─多分これ結局、他県も

同じような感じでやるんでしょう。宮崎県はイ

ンバウンド宿泊とかインバウンド消費が九州管

内で一番低いですよ。

 やるんだったらこれはもう、ほかの県がやっ

ているから宮崎県も一応やっている程度なのか

なと。観光振興計画で100万泊が出てるから、目

標としては460万人って、漠然とした事業なよう

な気がするんですけれども、何かこれに熱いも

のって感じられないんですよね。

○鬼塚観光経済交流局長 貴重な御指摘ありが

とうございます。ここは、成果指標460万人と掲

げております。この事業でも、もちろん目指す

んですけれども、そのほかにも、また来週御説

明させていただく当初予算のほうにも、今、延

べ宿泊者数の課題というのを我々非常に感じて

おりますので、それを解決すべく事業を構築し

ておりますので、またそちらのほうでも説明さ

せていただきますが、そういった事業と合わせ

て、この460万人というものを達成していきたい

と考えております。

○内田委員長 坂本委員、もう１問あったので

はないですか。

○坂本委員 資料40ページの「県産品販路開拓

特別支援事業」について伺います。

 これは、事業のスキームとしては、大型展示

商談会に宮崎県のブースを構えて、そこへの参

加者を募るという形でしょうか。それとも、各

事業者がそれぞれ出展し、そのことに対して補

助するということでしょうか。

○牧国際・経済交流課長 こちらの事業は、宮

崎県でブースを複数広めに取りまして、そちら

に参加する事業者を県内事業者から募って、20

～30程度を想定しておりますけれども、それを

集めて、宮崎県ブースとして商談会に臨みたい

というような事業になっております。

○坂本委員 展示会とか商談会って、ここにも

書いてあるように、福岡とか東京とか大阪など

各地で行われます。それぞれに、宮崎県で大き

い小間のブースを作って、そこに参加される方

を募る、全部そういう形でやるということです

か。

○牧国際・経済交流課長 おっしゃるとおりで

ございまして、単独で出る宮崎県の事業者が非

常に少ない現状です。経営的な財力のある企業

であれば単独で出られるんですが、中小企業が

多い本県では、単独での出展がかなわない事業

者が非常に多いので、宮崎県のほうで小間を取

りまして、そちらの方で参加する。参加にあ

たっては初めて出る事業者もいらっしゃるので、

そういった方には伴走支援をしていきながら、

この展示会商談に臨むというスタイルを取りた

いと思っております。

○坂本委員 細かい話になりますけれども、事

業者に対しての支援の内容というのは、ブース

は県で構えますということは、それぞれ出展さ
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れる事業者の交通費とか、そういったところの

支援というふうに理解していいでしょうか。

○牧国際・経済交流課長 事業者の出展にあ

たっての宿泊料とか、航空機の交通費などは自

己負担になりますが、出展にあたってはブース

の装飾費といったものに非常にコストがかかり

ます。まず出展料、小間代自体が非常に高額な

ものですから、そちらを県の方で負担し、宮崎

県ブースとしての装飾、より目立つようにとか、

目的がはっきりするような装飾、そういったも

のは県の方で負担して、各事業者はその分、旅

費だけで参加できるというような整理にしてお

ります。

○坂本委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

○内田委員長 ほかにないですか。

○岩切委員 資料の13ページの工業試験場のお

話ですけれども、「設備整備事業」でＪＫＡの

ほうから、１件だけ認められましたというよう

な御報告だったと思います。県内企業支援のた

めの設備を整備していくということで、支援先

から認められたかどうかというのは、多少影響

すると思うんですけれども、認められないもの

は、しっかりと県で準備しないといけないん

じゃないかなという感想を持ったんですが、そ

のあたりの考え方をお聞かせください。

○徳地企業振興課長 まず、基本的にこの公設

試験研究機関等の試験機器の整備におけるＪＫ

Ａの補助金といいますのが、補助率が３分の２

でございます。簡潔に言いますと、毎年、予算

要求の方針として、まずこれを活用して試験機

器を整備していく方針ではございます。今おっ

しゃったように、足りなかった部分をどうする

のかという部分につきましては、また来年度、

準備しなきゃいけないと思われる機器の中から

優先順位をつけて、もう１回このＪＫＡへ補助

金の申請をすることにしております。

○岩切委員 そこですよね。だから、４つ欲し

いよという話のうち１つ認められたから、じゃ

あまた来年３つ頑張ろうではなくて、補助は１

つしかもらえなかったけれども、残りの３つも

必要だから、県費を増額するなり、せめて２つ

分ぐらいは県単でも設置しましょうというのが、

地元の工業、県内企業支援のために必要なん

じゃないかという考え方なんですけれども、そ

の点の考え方をもう一回聞かせてください。

○徳地企業振興課長 試験機器は非常に高額で

1,000万円以上しますし、大体2,000万円とか

3,000万円するものですから、財政課との協議等

でも、まずはこの補助率３分の２の有利な事業

を使おうという方針で、予算要求時には臨時的

にそういったお金を県費からも出さなきゃいけ

ない分ですから、その分は一応確保いただいて、

このＪＫＡの補助金の３分の２って非常に有利

なものですから、おっしゃることは、県費でで

きないのかという趣旨だと思うんですけれども、

まずはこの有利な補助金を活用して整備すると

ともに、その中から優先度の高いものを申請し

ていっているというような状況でございます。

○岩切委員 ４つ機材が欲しいと、これは多分、

単に試験場が欲しいということではなくて、県

内企業のためにこの４つの機器が必要だなとい

う判断があって、ただお金がない県なので補助

金をもらいながら整備していこうということは

分かります。じゃあ１つしか認められなかった

ので、それはまた来年という在り方でよろしい

んですかねということです。その認められな

かった３つの設備を期待して、工業試験場を頼

る県内企業の存在は、来年に送られるんだろう

と思うんですね。
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 そこのあたりの県内の企業支援というものの

力加減というか、それはそういう流れで進んで

いくしかないのか、それとも県内企業支援のた

めに、中小企業の支援のために、そういう高価

な機材は県が購入してでも支援していこうとい

うことはないのかという思いなんですけれども、

そのあたりはどうなるのですか。

○徳地企業振興課長 機器もそうなんですけれ

ども、先ほども説明した施設の改修等も今、並

行してやっておりまして、ただこのＪＫＡの補

助金というのはあくまでも競輪とかオートレー

スの売り上げに左右されるものでもございまし

て、過去には3,000万円ぐらいとか認められた時

期もございますので、基本的には補助金を活用

して整備する方向ではございます。

 ただ今回こういった御意見をいただいたので、

またそこら辺を踏まえて協議はしてまいりたい

と思いますけれども、まずは優先的な補助金を

活用して整備していくというのが現在の状況で

ございます。

○岩切委員 考え方として県内企業を支援して

ほしい、そして宮崎県の99％は中小企業でなか

なか投資できないので、試験場のほうがしっか

りとした機器を持って支えるという発想からす

ると、その機器に対して補助金がもらえなかっ

たので来年に回しますというのではないほうが

いいんじゃないかなという思いを抱いたので、

お尋ねいたしました。

 やはり、そこは県内企業を支えようという発

想から、ＪＫＡは認めなかったけれども、ただ

落とすのではなく、是非とも補正で残り３分の

２もくださいよと、協議をしていくのが流れ

じゃないかなと思いました。

 もう一つ工業試験場のほうで、逆にその他受

託研究事業というのが減額されていますが、こ

れは県内の事業所からこれちょっと研究してく

ださいとか、こんな課題をちょっと調査してく

ださいというものだと理解するんですが、間違

いないとすれば、それが相当にお願いがなかっ

たというようなことでしょうか。それとも国な

どから宮崎県はこの分野を調査して研究してく

ださいと来るものなのでしょうか。

○徳地企業振興課長 受託研究事業は、基本的

には県内企業との共同研究のときの費用になっ

ていまして、費目としては、大体需用費とか資

材購入費とかそこら辺の費用ではございますが、

共同研究する場合、企業も一部負担いたします。

その研究の内容の金額等により、お互いお金を

出して大きい研究をしようとすればその分お金

がかかりますし、その研究の金額等によっても、

この受託研究事業は、ほぼ需用費の部分でござ

いますので、そこは上下するような状況になっ

てございます。

○岩切委員 県内企業との共同研究ということ

で、県内企業の資金力というか体力が低いとき

には、なかなか研究開発にお金を使えないとい

う状況が生まれるかと思うんですけれども、工

業技術センターの減額が647万円とか、食品開発

センターのほうも391万円減額していらっしゃる

ということは、約1,000万円近い費用を県内企業

は払えないという状況なのでしょうか。

○鍋島工業技術センター所長 受託研究につき

まして、共同研究というような形があるんです

けれども、昔は300万円、400万円というのもご

ざいましたが、最近は10万円、20万円とか、少

額なものが多い状況です。委員御指摘のとおり、

なかなか費用が出しづらいという面もあろうか

と思いますけれども、ときには大きな契約とい

うのもありますので、このような形で予算のほ

うは確保させていただいているという状況です。
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○岩切委員 工業試験場のほうに県内の中小企

業が頼っていらっしゃるという全体的な認識の

中で、機材の整備が進まないんだなという思い

と、そういう研究すらお願いしづらい環境にあ

るのかなというようなことを、やっぱり県とし

て深刻に受け止めて、県内企業が一歩前進する

ために、先ほど設備投資の支援だとかありまし

たけれども、こういう研究開発分野でも安く、

そしてまた機材を使っていただくというように

していく必要があるのかなと思いまして、

ちょっと御確認をさせていただきました。全部

が減額になっているということは、県内の工業

等の事業所の体力が今弱っているのかなという

感想を持ちましたので、お尋ねいたしました。

 企業振興課長のほうに改めて聞きますけれど

も、そういうことではなくて、元気ですよとい

うことなのですかね。それとも全体的に厳しい

状況に今なっているのでしょうか。

○徳地企業振興課長 共同研究に関しては、ほ

かの事業で産学官の共同研究事業等もございま

す。私も審査員を一部しているんですけれども、

肌感覚で言いますと、最近の企業は目の前の部

分、通常の業務を動かす人材不足等もあって、

その分で、応募件数等も４、５年前に比べれば

少しずつ減少の傾向があり、共同研究の応募に

ついてもそういった状況ではございます。我々

としても大学とか、公設試験研究機関の技術を

移転していくために、企業さんのほうにはいろ

んな案内をしたり、訪問をしたりして、共同研

究の呼びかけをしているところでございまして、

今、委員のおっしゃった趣旨からすれば、少し

ずつやっぱり企業の方も共同研究に対するニー

ズといいますか、応募がそこまで手が回らない

とか、優先順位的に回らないというような感覚

ではございます。

○内田委員長 ほかにありませんか。

○脇谷委員 資料28ページですけれども、６番

目の（事項）国内観光宣伝事業費のところです。

３番目の「みやざき宿泊旅行需要喚起事業」が

16億円ということで、これは、すごくよい、皆

さん方が待っていましたというような事業だと

思うんですけれども、その前の１番の「教育旅

行誘致・定着促進事業」が900万円の減額─執

行残だと思うんですけれども、教育旅行につい

て、なかなか今、話題にはなっていないんです

が、子供たちが全国から宮崎県に、特に九州か

ら宮崎県に来てもらいたいという気持ちがあり

ます。この教育旅行についてどのような取組を

今後されようとされているのでしょうか。

○矢越観光推進課長 教育旅行につきましては、

昨年度、それから一昨年度の実績として、大体

7,000～7,500人程度来ていただいております。

コロナ禍前は5,000人程度だったと思います。そ

ういう意味では、コロナ禍でたくさんの方々に、

特に県内の学校を中心に、本県での教育旅行を

していただいて、それをコロナが明けて、元の

教育旅行のコースに戻すところもある中、プラ

ス2,000人くらいで一定程度の底上げ、それから

維持して、今、頑張っているというような状況

であります。

 予算の900万円の減につきましては、どうして

も新規校の申請に対応できるように、ある程度、

余裕を持って組ませていただいております。と

いうのも、例えば大規模校の申請等があると、

結構な助成額になりますので、その分も含めて、

なかなか精緻な見込みが立てづらいというもの

もあり、新規校の申請に対応できるように、当

初計画からちょっと多めに見積もっているとい

うところは確かにございます。

 今後の方針ですが、補助金を利用されなくて
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も来られるところも半分以上ございます。それ

は本県の教育プログラムですとか、そういった

ところをやはり評価いただいているのかなとい

うように感じております。

 また、特に台湾ですが、訪日の教育旅行も増

えております。ターゲット的には、国内の部分

はやはり、セールス活動を通しまして維持、そ

れから新規開拓、もちろん続けていくんですけ

れども、そういった外国─台湾等を中心に訪

日の教育旅行、その辺のセールス活動を強めて

いこうと考えております。

○脇谷委員 今の台湾からの訪日、特に宮崎県

といえばサーフィンをしたりするんじゃないか

と思うので、体験型の教育旅行をぜひ今後も進

めていただきたいし、経費としては、観光宣伝

事業ということですから、宣伝にも力を入れて

いらっしゃると思うんですけれども、この宣伝

についてはどういった形でやっていらっしゃる

のでしょうか。

○矢越観光推進課長 やはり、本県に教育旅行

で来ていただいたときに、どのようなものがで

きるかというところ、素材のセールスをさせて

いただきます。教育旅行のそういう専門の相談

会というか、セールスする場があったり、先ほ

ど言いました台湾とかですと個別に訪問をさせ

ていただいたり、そういった活動もしておりま

す。

○脇谷委員 分かりました。

○日高委員 「スポーツランドみやざき誘客対

策事業」について、やろうとしていることは分

からなくもないです。これをひもとくと、大規

模イベント、スポーツ競技に関する大会と書い

てあるけれども、大規模イベントができるス

ポーツ競技場なんて宮崎県では都城市ぐらいし

かなくて、だってキャパもないわけですからね。

日向市とか延岡市でやるとなると、基本的にこ

れできないですよね。県北では当てはまらない

事業かなということと、あと、この事業の仕組

みが県観光協会への補助ですが、なぜ市町村で

はないんですか。県観光協会に１回預けても、

県観光協会に申請なんかしませんよ。

○渡邊スポーツランド推進課長 この事業につ

きましては、県の観光協会を通じて各団体です

とかチームのほうへ支援するというような内容

になっております。

○日高委員 スポーツランドみやざき大会イベ

ント誘致なんか言うと、競技、大規模な大会が

ないと、これ市とかが手を挙げてやるときが多

いですよね。こういうのは、市、町だと思うん

ですけれども、やっぱりそれぞれキャンプ誘致

も取り組んでいます。それをなんで県の観光協

会に一括して預けて、またいろんな─これ大

問題ですよ。

○渡邊スポーツランド推進課長 確かに各市町

村で行っている部分もございますけれども、県

としましても県観光協会を通じて事業を実施し

ておりまして、特に今、県の観光協会のほうに

は、ひなたスポーツ観光ステーションという窓

口を作っておりますので、その窓口を通じてい

ろいろ展開を行っているところです。

○日高委員 市町村との、こういった全県化と

かも入っているんでしょう。通年化、全県化と

いうのは、いわゆるキャンプ以外のときにどう

しようかという知恵を練っていかないといけな

い部分があって、サーフィンも入るのかとかも

あったりしましたけれども。

団体が県の観光協会に行き、県の観光協会が、

それはよいとか悪いとか、これは補助対象です

よ、対象はこれぐらいですって、結局決めるみ

たいでしょう。
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県から派遣されている職員がいるからそんな

ことをやるんでしょうけど。でもこれを進めて

いけば、県の観光協会となれば、これは、宮崎

市のキャンプをこのキャパの中でしっかりここ

でやっていこうという一つの表れですよ。

 だから宮崎市を中心にスポーツランドみやざ

きをしっかりやっていくということであればい

いと思うんですよ。その全県化ってなってくる

と、全県ですよ、全県。これは間違いなく当て

はまらないですよ。

○鬼塚観光経済交流局長 キャンプの誘致につ

きましては、今、課長も申し上げましたけれど

も、観光協会にワンストップとなる、ひなたス

ポーツ観光ステーションを設置しています。こ

こに、あらゆるところから県内でキャンプ合宿

をしたいという要望がきますので、各市町村と

調整しまして、もちろんグラウンドの調整とか

受入れ体制とかあるんですけれども、そういっ

たところの調整を全県下でしているということ

もございますので、その取組については御理解

いただければと思います。

○福田委員 岩切委員の工業試験場に対する質

問でちょっと気になったんですけれども。

 年々、相談件数も減っているというような回

答だったんですけれども、そうなんですかね。

○鍋島工業技術センター所長 はい。

○福田委員 そうなんですね。佐土原に移され

たのは宮崎県の中心部だからというところで、

宮崎市からあちらに移ったのは、土地の選定の

理由だったと思うんですね。それと同時に、当

時、先ほどの話を聞いていたら相談という、い

かにも試験場のほうは受け身であって、当時は

試験場のほうからこういう材料を使ってみませ

んかと投げて、そこで集中したりとかあったん

です。ＳＰＧというシラス多孔質ガラスの材料

を使いませんかと県内でばらまいてですね。そ

ういうのがどんどん勉強しに行ったんです。そ

ういうように、能動的な動きというのは、取ら

れる計画はないのでしょうか。

○鍋島工業技術センター所長 依頼試験ですと

か、設備仕様とか、そういった形でセンターの

ほうにお越しいただくことはございます。また、

私たちのほうから企業のほうに出向きまして、

何かお困りごとはありませんかというようなこ

とは続けております。

ＳＰＧという大きな目玉というのがございま

した。まずは私たちそういった目玉を作りなが

ら、企業を訪問して、売り込みとかいうことも

ありますけれども、今も企業が困っていらっ

しゃいますので、何かお困りごとはございませ

んかという形で、訪問は続けさせていただきま

す。

○内田委員長 暫時休憩いたします。

   午前11時56分休憩

─────────────────────

   午前11時57分再開

○内田委員長 委員会を再開いたします。引き

続きどうぞ。

○山口副委員長 「みやざき宿泊旅行需要喚起

事業」についてお伺いしたいのですけれども、

当該事業期間である６～９月、12～１月におけ

る現在の宿泊数、宿泊者数を教えていただけま

すでしょうか。

○矢越観光推進課長 令和元年度の６～９月、

それから12～１月につきましては、約198万人。

令和７年度でいきますと、６～９月、それから

12～１月はこの事業を組み立てるときは、推計

値で組んでおりますが、約175万人です。

○山口副委員長 この事業の実施によって、175

万人はどれぐらい伸びたいというのはあるので



令和８年３月６日(金)

- 27 -

すか。

○矢越観光推進課長 先ほど、令和元年度の数

字を申しましたのは、同じ期間で198万人でござ

います。今年度の同期間が175万人ですので、差

の23万人、これを埋めようということで、成果

指標で延べ宿泊者数23万人というのを組ませて

いただいております。

○山口副委員長 それであれば、成果指標は175

万人を198万人にするというのが、多分、正しい

成果指標ではないだろうかと思います。普通に

使われるので、ほっといても、この人数でいけ

ば、当該事業の実施で23万人はいくでしょう。

事業実施による増加数という形で多分捉えたほ

うがいい。そういう意図で書かれているんだろ

うと思いますので、そこはそういう理解でいい

ですかね。

○矢越観光推進課長 委員のおっしゃるとおり

です。ありがとうございます。

○山口副委員長 もう１個、すみません。事業

の内訳を答弁いただいたときに、事務局費が約

２億円で、プロモーション費が約１億円という

答弁があったと思います。直感的に非常にお高

いなという印象を受けました。特に事務局費と

いうのは、クーポンの金額であるとか、そう

いったものに応じて増減があり得るのでしょう

か。それとも、同じこういった事業をするので

あれば、これぐらいかかるんですよということ

なのかということと、プロモーションについて

は、どういったターゲットにして、どこのエリ

アにやるとか、そういうことの想定があれば教

えてください。

○矢越観光推進課長 事務局費につきましては、

過去の同様なキャンペーンを基に期間ですとか、

そういったところを考慮しまして積算をしてお

るところです。プロモーション関係につきまし

ては、今後、事務局もそうですけれども、プロ

ポーザルでさせていただいて、その中でプロ

モーション関係の具体的な内容については取り

組んでいく形になろうかと思います。

○山口副委員長 ということは、この事業の実

施に当たって、事務局及びプロモーションとい

うもので３億円ぐらいのプロポーザルというか、

業務委託のものをやるということなんですかね。

２億円も人件費がかかるというのは、ちょっと

どんな事業なのかという気がするんですけど、

ＯＴＡとかにクーポンを出すということってそ

んなにお金がかかるのかなと、ちょっと素人目

線で恐縮ですが、非常にお高いと感じてしまう

のですけど、何にそんなにかかるんですか。

○矢越観光推進課長 16億円の主な内訳を申し

ますと、先ほどの繰り返しの部分になるかもし

れませんが、積算上の話をしますと、県内宿泊

割引、クーポン等の支援、これで12億8,000万円

になります。これは先ほど言いましたように、

割引原資、クーポン原資、キャンペーン経費代

等々になります。

 それから、キャンペーンにかかる事務費とし

まして、３億6,400万円になりますが、これは

キャンペーン運営事務費で２億5,900万円余。今、

副委員長のほうから御指摘いただいているとこ

ろですけれども、ＯＴＡ事務費、旅行会社の事

務費、それからクーポンシステムの構築費、一

般管理費、消費税等々になります。

 それから、プロモーション経費は１億500万円

余ということで、これは企画費ですとか製作費、

ウェブ、ＳＮＳのプロモーション関係の費用、

それから、テレビや様々なメディア媒体等に関

する費用等々で組ませていただいております。

○山口副委員長 今までたくさん同じような事

業をやってきていますけれども、何回もシステ
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ム構築をして、何回も同じような経費をかけな

いと、こういう事業ってやれないんですかね。

すごく高いと感じてしまいます。ゼロから作っ

ていかなきゃだめなものですか。

○矢越観光推進課長 システムは新たに組む必

要がございます。プロポーザルで受託する事業

者が変わるという部分もあります。それから、

先ほど費用の面でいきますと、クーポンの原資

に対しまして発行手数料がかかってきますので、

その分で事務費のほうがかかっていくというこ

とのようでございます。

○山口副委員長 ちょっと分からないのですが、

プロモーションについては特定の会社、民間の

力を活用する必要性はすごく感じるところでは

あるのですけれども、そういうシステム関係と

いいますか、クーポンの発行関係については、

わざわざ業務委託する必要性があるのかどうか

というところは非常に疑問を持っていまして、

皆さんたちが直接ＯＴＡとかと契約をするなり、

こういう形でお願いしますということはできな

いものなのですか。わざわざ１個別の会社にプ

ロポーザルで投げないとどうしてもやれないも

のなのですか。

○矢越観光推進課長 すみません。この事業の

規模感ですとか、それから事業のノウハウ、そ

れからＯＴＡの関係は複数事業者を使うという

こともありまして、これらを一括して運営がで

きるような事務局というところで、その都度プ

ロポーザルをやりまして、受託者を決定してい

るというところでございます。

○山口副委員長 最後にします。こういう事業

はずっと皆さんたちやっていらっしゃると思い

ます。何回も多分やっていらっしゃると思いま

すので、ぜひ庁内にノウハウをためていけるよ

うな形というのを作っていただきたい。毎回、

何億円も事務費という形で外に出していくとい

うことに対しては、こういう事業をこれからも

多分やると思うので、ちょっと違和感がありま

す。皆さんたちがこれだけ発注してやっていく

んだから、庁内にも発注者としてノウハウを入

れて、自分たちでもできる、それぐらいの体制

を構築できるように努力をぜひ始めていただき

たいなと思いますので、御検討のほどよろしく

お願いします。答弁はいらないです。

○内田委員長 委員長代わります。

○山口副委員長 はい、内田委員長。

○内田委員長 資料12ページ、もう簡潔に聞き

ます。ちょっと心配している点を聞かせていた

だきます。

 医療関連機器産業のところですが、執行残と

いうことで説明がありました。医療産業分野が

厳しいというようなことは、これまでも御説明

いただいているので十分、分かっています。し

かし、今、国のほうがこの先端医療分野を、こ

れからも拡大産業としてしっかりやっていきま

すよというようなことで、投資の兆候が出てき

ている中で、人口減少もあり、健康医療産業が

これからも伸びてくるというような、この国の

流れに宮崎県が乗れないのではないかなという

ことをちょっと心配しているところです。

 この減額の背景と今後の国の動向、今回の国

策にもなっているような柱となる医療産業分野

を見据えて、今後の方向性というのをお聞かせ

いただければと思います。

○加藤先端技術産業推進室長 資料12ページの

「医療関連機器産業成長促進事業」の569万

6,000円の減額の背景について、まずお答えいた

します。

 医療機器の開発につきましては、大変時間が

かかると申しますか、人体に関わるものですの
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で、販売するに当たっては国の承認が前提に

なってまいります。その国の承認を得るために、

相当なコストと期間がかかってまいります。

ですので、複数年度にまたがっての開発とい

うのが当然のようになっておりまして、県が用

意しています、その開発に対する補助金につき

ましては、年度をまたがって取り組む開発につ

いては計画的に取り組んでいただいて、毎年同

じ開発であっても計画的に、年度ごとに何回も

補助申請をしていただいてかまわないというよ

うな立てつけになっております。

ただ、やはりその開発が計画どおりに進まな

いことがございます。ですので、当初にこの開

発に取り組むということでスケジュールを立て

たとしても、そのとおりに進まないこともござ

いまして、年度によっては見込んだ所要額の申

請がなかったとかいうこともございます。そう

した複合的な理由がございまして、我々として

も予算を見込むのがなかなか難しいということ

もありますし、事業者の方々からすれば、なか

なか自分たちでも開発の進捗を精緻に見込むこ

とが難しいという背景がございます。

 それと、今後の医療機器関連産業についてな

んですけれども、今、政府のほうで準備されて

います地域未来戦略のほうで重点17分野とあり

まして、筆頭に半導体が出ておりましたが、そ

の中に創薬・先端医療というものも１つござい

ます。それに基づいて、各県で知事がクラス

ターの計画を立てて、重点的に支援していくと

いうスキームが予定されておりますので、そう

した制度を活用しながら今後も取り組んでいき

たいと考えております。

○内田委員長 わかりました。

○山口副委員長 委員長に交代します。

○内田委員長 それでは、次に報告事項に関す

る説明を求めます。

なお、委員の質疑や執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○矢越観光推進課長 資料の44ページを御覧く

ださい。

 専決により損害賠償額を定めたことについて

御報告をいたします。

 本事案は、県有車両による交通事故の損害賠

償であります。昨年７月、観光推進課の職員が

運転する公用車が赤信号のため停車し、助手席

に積載していた荷物が倒れたため、当該荷物を

座席に戻そうとしたところ、ブレーキペダルか

ら足が離れ、前方に停車していた相手方車両の

後部に接触し、当該車両を損傷したものでござ

います。事故原因は、職員が荷物に気を取られ

前方注意を怠ったこと及びブレーキ操作を誤っ

たことによるもので、過失割合は県100％でござ

います。損害賠償額は、物件損害として27万

8,949円でありまして、県が加入する保険から全

額支払われております。

 交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますが、再発防止に

向けまして、今後とも一層の徹底が図れるよう

厳しく指導してまいります。

○内田委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 最後に、その他で何かございま

せんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、以上をもって商工観

光労働部を終了いたします。

 執行部の皆様、お疲れさまでした

 再開時間は予定どおり13時からで行います。

御協力をよろしくお願いいたします。
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 暫時休憩いたします。

   午後０時14分休憩

─────────────────────

   午後０時56分再開

○内田委員長 委員会を再開いたします。

 本委員会に付託されました議案等について、

県土整備部長の概要説明を求めます。

○桑畑県土整備部長 説明に入ります前に、お

礼を申し上げます。昨年12月にえびの市で開催

いたしました、川内川下方井堰改築工事着工式

におきましては、大変お忙しい中、外山議長、

山口副委員長をはじめ、県議会の皆様に御出席

いただきました。この場をお借りしましてお礼

申し上げます。

 今後とも気候変動の影響による水災害の激甚

化、頻発化に対応するため、あらゆる関係者が

協働して取り組む流域治水を推進して、ハー

ド・ソフト一体の事前防災対策に取り組んでま

いりますので、引き続き県議会の皆様の御支援、

御協力をお願い申し上げます。

 それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、委員

会資料により御説明いたします。着席して説明

いたします。

 お手元の商工建設常任委員会資料の２ページ、

目次を御覧ください。

 まず、Ⅰの予算議案では、議案第45号の一般

会計補正予算案ほか２件についてお願いしてお

ります。

 次に、Ⅱの特別議案では、「宮崎県特定都市

河川浸水被害対策法施行条例」ほか９件につい

て御説明いたします。

 次に、Ⅲの報告事項では損害賠償額を定めた

ことについて御報告いたします。

 最後に、Ⅳのその他報告事項としまして、

「日向灘沿岸海岸保全基本計画の変更について」

ほか２件について御報告をいたします。

 詳細につきましては担当課長等から御説明い

たします。

○内田委員長 次に、予算議案についての説明

を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○小薗管理課長 県土整備部の２月補正の概要

につきまして御説明いたします。

 委員会資料の３ページを御覧ください。

 一番上のオレンジの帯にありますとおり、今

議会では一般会計と２つの特別会計の計３つの

補正予算をお願いしてございます。

 まず表の２月補正予算一覧でございます。中

央太枠Ｅの欄の一番下にございますとおり、部

の２月補正額は合計で199億3,065万6,000円の減

額でございます。その結果、補正後の予算額は、

その右にありますとおり1,008億6,848万4,000円

となります。そのうちの公共事業につきまして

御説明いたします。

 ４ページを御覧ください。

 まず、「補助公共・交付金事業」であります。

補正額は、太枠Ｅの欄の一番下にございますと

おり178億3,594万6,000円の減額でございます。

内容としましては、国庫補助決定に伴うもので

あります。

 ５ページを御覧ください。

 直轄事業負担金であります。補正額は太枠Ｄ

の欄の一番下にありますとおり、17億3,117万

5,000円の増額であります。国が実施いたします

道路や河川などの事業費の確定に伴うものでご

ざいます。

 ６ページを御覧ください。

 「災害復旧事業」であります。補正額は太枠
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Ｄの欄の一番下にありますとおり31億4,372万

3,000円の減額であります。

 今年度の「災害復旧事業」の国庫補助決定な

どに伴うものであります。

 次に、７ページを御覧ください。

 こちらは、各課別の補正金額を記載したもの

でございます。詳細につきましては、次の８～

37ページの歳出予算説明資料によりまして、後

ほど担当課長から説明させていただきます。

 飛びまして、38ページを御覧ください。

 一般会計における繰越明許費補正の集計表で

ございます。中央太枠の２月議会申請分の欄に

ありますとおり、追加と変更を合わせまして、

190億363万8,000円をお願いしております。

 まず、追加の内訳ですが、39ページを御覧く

ださい。

 一番上の「公共用地取得事業」をはじめとし

まして一番下の行ですが、12事業で６億3,999万

1,000円をお願いしております。

 次に、40ページを御覧ください。

 このページから43ページまでが変更分の内訳

でございます。一番上の行の「道路橋梁調査事

業」をはじめとしまして、以降43ページまで続

きます。43ページを御覧ください。

 表の一番下にありますとおり、合計30事業で

183億6,364万7,000円の増額をお願いしておりま

す。

 次に44ページを御覧ください。

 一般会計の債務負担行為の追加であります。

この２件はいずれも災害復旧事業であります。

上段が中原地区とありますが、小林市の須木、

下段が松尾地区とありますが、椎葉村でありま

す。２地区ともに山間部での大規模な作業とな

りますので、適切な工期を確保するため、債務

負担行為の設定を行うものであります。

 次に45ページを御覧ください。

 公共用地取得事業特別会計の繰越明許費の追

加であります。

 九州中央自動車道分の「用地取得事業」とし

て、４億4,505万7,000円をお願いしております。

 その下、港湾整備事業特別会計の繰越明許費

の追加であります。「細島港管理運営事業」を

はじめとする３事業で7,500万円の増額をお願い

しております。

 次に46ページを御覧ください。

 港湾整備事業特別会計の繰越明許費の変更で

あります。

 「細島港整備事業」で2,000万円の増額をお願

いしております。

県土整備部の補正予算の概要は以上でありま

す。

 続きまして、管理課の２月補正予算について

御説明いたします。

資料９ページでございます。

 当課の補正予算額は、一番上、管理課計の行

の数字のある左から２列目の欄になります。２

億6,777万1,000円の減額をお願いしております。

その結果、右から３列目の補正後の予算額は17

億4,528万7,000円となります。

 以下、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 10ページを御覧ください。

表の１段目の（事項）職員費であります。補

正額は２億5,103万6,000円の減額で、これは人

件費の執行残等によるものであります。

 次に、２段目の（事項）土木事務所等管理費

であります。補正額は211万2,000円の減額で、

こちらは高岡土木事務所における照明設備や外

壁の改修工事の設計費などの執行残によるもの

であります。



令和８年３月６日(金)

- 32 -

 次に、３段目の（事項）建設技術センター費

であります。補正額は602万8,000円の減額で、

こちらは建設技術センターにおけます屋上防水

や外壁改修工事の設計費等の執行残によるもの

であります。

 次に、４段目の（事項）建設工事統計調査費

であります。補正額は139万1,000円の減額で、

これは国からの委託費用の確定に伴う予算の減

によるものであります。

 最後です。表の１番下の（事項）建設業指導

費であります。

 補正額は720万4,000円の減額で、こちらは建

設業の許可や経営事項審査、さらには建設産業

支援等に要する経費、主にはシステム改修費等

の執行残によるものでございます。

○前村用地対策課長 資料の11ページを御覧く

ださい。

 当課の補正予算額は、一般会計で１億1,879万

4,000円、公共用地取得事業特別会計で１億

7,826万 1,000円、合わせまして２億 9,705万

5,000円の減額をお願いしております。その結果、

補正後の予算額は、一般会計が５億6,664万

7,000円、特別会計が８億2,699万1,000円、合わ

せまして13億9,363万8,000円となります。

 以下、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 12ページを御覧ください。

 上段の表、一般会計の上から２段目の（事項）

収用委員会費であります。これは、収用委員会

の運営に要する経費でありまして、委員会が収

用裁決に当たって行う参考人への意見聴取や、

専門家による不動産鑑定等に要する費用等の執

行残で、1,340万4,000円の減額であります。

 次に、３段目の（事項）用地対策費でありま

す。

 これは、用地対策の推進に要する経費であり

まして、登記事務委託料のほか、土地収用法に

基づく公聴会や審議会の開催等に要する費用等

の執行残で、205万3,000円の減額であります。

 次に、一番下の（事項）特別会計繰出金であ

ります。

 これは、公共用地取得事業特別会計の事業費

として、一般会計から特別会計への繰出金で、

事業費が確定したことによる１億800万5,000円

の減額であります。

 下段の表、特別会計を御覧ください。

 （事項）公共用地取得事業費であります。こ

れは、九州中央自動車道の先行取得などに要す

る経費で、先行取得に要する事業費が確定した

こと、また、先行取得用地の引渡しに伴う一般

会計への繰出金が確定したことによる１億7,826

万1,000円の減額であります。

○植村技術企画課長 委員会資料の13ページを

御覧ください。

 当課の補正予算額は2,049万5,000円の増額を

お願いしております。その結果、補正後の予算

額は６億3,839万3,000円となります。

 以下、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 14ページを御覧ください。

 表の２段目の（事項）土木工事積算管理検査

対策費であります。

 これは、労務費や建設資材単価調査を行うと

ともに、公共工事の品質確保のため、施工体制

の点検などを行う事業であり、委託料等の執行

残に伴い2,420万円を減額するものであります。

 次に、表の下から２段目の（事項）土木のし

ごと効率化推進事業費であります。これは、土

木施設台帳等の既存の紙媒体の資料を電子化す

る事業であり、電子化したデータを保存する
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サーバーの使用料の執行残に伴い、121万5,000

円の減額をお願いするものであります。

 最後に、表の一番下の（事項）盛土対策費で

あります。

 これは、盛土等の工事許可等審査に要する経

費であり、執行残に伴い393万6,000円の減額を

お願いするものであります。

○椎葉道路建設課長 資料の15ページを御覧く

ださい。

 当課の補正予算額は51億5,720万2,000円の減

額をお願いしております。その結果、補正後の

予算額は239億4,050万6,000円となります。補正

の主な内容について御説明いたします。

 16ページを御覧ください。

 １段目の（事項）直轄道路事業負担金であり

ます。これは、国が実施する道路事業に対する

負担金であり、国の事業費の確定による3,073万

1,000円の増額であります。

 次に、その下の（事項）公共道路新設改良事

業費であります。これは、県が管理している国

県道の道路改良を行う事業であり、国庫補助決

定による51億6,893万3,000円の減額であります。

 次に、その下の（事項）道路建設受託事業費

であります。これは、新富町から受託した東九

州自動車道新富スマートインターチェンジに関

する埋蔵文化財調査を行う事業等でありまして、

受託事業費の決定による1,900万円の減額であり

ます。

○大部薗道路保全課長 委員会資料の17ページ

をお開きください。

 当課の補正予算額は、一番上の行、道路保全

課計の左から２列目にありますとおり35億7,966

万7,000円の減額をお願いしております。その結

果、右から３列目の補正後の予算額は207億

1,428万1,000円となります。補正の主な内容に

ついて御説明いたします。

 18ページを御覧ください。

 ２段目の（事項）道路管理費であります。こ

れは、県管理道路の管理に要する経費でありま

して、道路台帳修正業務の執行残などによる

3,186万1,000円の減額であります。

 次に、中ほどの（事項）公共道路維持事業費

であります。これは、橋梁、トンネルなどの点

検、補修や交通安全施設の整備などを行う事業

でありまして、国庫補助決定等による35億6,281

万9,000円の減額であります。

 その下の（事項）道路受託事業費は、道路の

無電柱化工事の受託を行うものでありまして、

受託事業費の決定による600万円の減額でありま

す。

○中武河川課長 委員会資料の19ページを御覧

ください。

 当課の補正予算額は52億875万円の減額をお願

いしております。その結果、右から３列目の補

正後の予算額は265億8,880万6,000円となります。

 以下、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 20ページを御覧ください。

 上から４段目の（事項）公共河川事業費であ

ります。これは、国の補助を受けて、護岸や堤

防の整備などの河川改修等を行う事業であり、

国庫補助決定により32億8,928万1,000円の減額

であります。

 次に、一番下の（事項）直轄河川工事負担金

であります。これは、国が実施する河川改修等

に対する県の負担金であり、事業費の確定によ

り４億4,863万5,000円の増額であります。

 次に、21ページを御覧ください。

 上から２段目の（事項）公共海岸事業費であ

ります。これは国の補助を受けて、海岸保全施
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設の老朽化対策等を行う事業であり、国庫補助

決定により１億6,275万円の減額であります。

 次に、３つ下の（事項）公共土木災害復旧費

であります。これは、国の補助を受けて、公共

土木施設の災害復旧を行う事業であり、国庫補

助決定により23億4,535万1,000円の減額であり

ます。

○三橋砂防課長 委員会資料の22ページを御覧

ください。

 当課の補正予算額は19億4,055万2,000円の減

額をお願いしております。その結果、補正後の

予算額は69億3,094万7,000円となります。

 以下、補正の内容について主なものを御説明

いたします。

 23ページを御覧ください。

 上から２段目の（事項）公共砂防事業費であ

ります。これは、土石流のおそれがある渓流に

おいて、砂防堰堤などの整備や、地滑りのおそ

れがある箇所において対策工事を行う事業であ

ります。国庫補助決定に伴い８億4,359万7,000

円の減額であります。

 次に、その下の（事項）公共急傾斜地崩壊対

策費であります。これは、急傾斜地の崩壊のお

それがある箇所での擁壁工や、のり面工等の整

備を行う事業であります。国庫補助決定に伴い

11億473万5,000円の減額であります。

 次に、その下の（事項）直轄砂防工事負担金

であります。これは、霧島火山群からの土砂流

出による被害を防止するために、国が実施する

直轄砂防事業に対する負担金でありますが、事

業費の確定に伴い1,059万4,000円の増額であり

ます。

○那須港湾課長 資料の24ページを御覧くださ

い。

 当課は一般会計と特別会計がございますが、

補正予算額は一般会計で38億4,143万4,000円の

減額をお願いしております。その結果、補正後

の予算額は、一般会計が53億5,611万7,000円、

25ページに記載しております、港湾整備事業特

別会計が11億6,517万7,000円、合わせまして65

億2,129万4,000円となります。

 以下、一般会計分の補正の主な内容について

御説明いたします。

 26ページを御覧ください。

 上から３段目の（事項）空港整備直轄事業負

担金であります。これは、宮崎空港の耐震対策

等に係る直轄事業に対する負担金でありますが、

事業費の確定により２億3,258万8,000円の減額

であります。

 次に、一番下の（事項）直轄港湾事業負担金

であります。これは、細島港及び宮崎港の防波

堤等の整備に係る直轄事業に対する負担金であ

りますが、直轄事業費の確定により２億3,393万

9,000円の増額であります。

 次に、27ページを御覧ください。

 上から２段目の（事項）公共港湾建設事業費

であります。

 これは、「国庫補助・交付金事業」により、

防波堤や岸壁などの整備を行うための経費であ

りますが、国庫補助決定により29億7,952万

2,000円の減額であります。

 次に、１つ下の（事項）港湾災害復旧費であ

ります。これは、台風等により被災した公共港

湾施設の復旧に要する経費でありますが、国庫

補助決定により７億4,741万円の減額であります。

○村岡都市計画課長 当課の補正予算について

御説明いたします。

 委員会資料の29ページを御覧ください。

 当課の補正予算額は３億247万8,000円の減額

をお願いしております。その結果、補正後の予
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算額は、右から３列目にあります56億395万

1,000円となります。

 以下、補正の内容について主なものを御説明

いたします。

 30ページを御覧ください。

 上から４番目の（事項）住みよいふるさと広

告景観づくり事業費であります。これは、屋外

広告物監視員の監視・指導に係る経費などであ

りますが、屋外広告物監視員の人件費の執行残

などに伴う304万4,000円の減額であります。

 次に、その２つ下段の（事項）公共街路事業

費２億305万円の減。さらに、その１つ下の（事

項）公共都市公園事業費7,989万6,000円の減で

ありますが、これは、ともに国庫補助の決定に

伴う減額であります。

○松田建築住宅課長 当課の２月補正予算につ

いて御説明いたします。

 資料の32ページを御覧ください。

 補正予算額は、左から３列目の１番上４億

9,910万2,000円の減額をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は、右から３列目の

１番上23億9,331万4,000円となります。

 以下、補正の内容について、主なものを御説

明いたします。

 33ページを御覧ください。

 （目）建築指導費の上から４段目の（事項）

建築物防災対策費で644万円の減額となります。

主なものとして、事業名１の「がけ地近接等危

険住宅移転助成事業」において、がけ地の崩壊

等から住民の生命を守るため、危険住宅の移転

等を行う経費ですが、事業主体である市町村か

ら補助の要件を満たす危険住宅の移転等の交付

申請がなかったことによるものであります。

 次に、34ページを御覧ください。

 （目）住宅建設費の（事項）公共県営住宅建

設事業費であります。これは、国庫補助決定等

による４億6,357万9,000円の減額であります。

 同じく（目）住宅建設費の（事項）住まいづ

くり対策費であります。1,246万4,000円の減額

となりますが、主なものとして、事業名１の

「旧住宅供給公社資産管理事業」において、旧

住宅供給公社が管理していた土地を宮崎市に譲

与するに当たり、舗装工事等を予定しておりま

したが、同じ土地の中に埋設されております排

水施設が老朽化していることが判明いたしまし

たので、その改修工事と併せて次年度以降に実

施することとなり、減額したものであります。

○山浦高速道対策局長 資料の36ページを御覧

ください。

 当局の補正予算額は11億4,286万円の増額をお

願いしております。その結果、補正後の予算額

は43億9,806万7,000円となります。

 以下、主な補正の内容について御説明します。

 37ページをお開きください。

 初めに、上から２段目の（事項）高速道路網

整備促進費であります。これは、主に用地先行

取得分の公共用地取得事業特別会計への繰出金

で、事業費確定などにより1,912万円の減額であ

ります。

 次に、上から３段目の（事項）高速自動車国

道等直轄事業負担金であります。これは、国が

実施する高速道路に関する事業の県の負担金で、

国の事業費確定により11億7,152万6,000円の増

額であります。

○内田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。これから質疑に入りますが、時間の都合上、

執行部の皆様には簡潔明瞭な御答弁をよろしく

お願いいたします。

 予算議案について質疑はありませんか。

○日高委員 資料12ページ、用地対策について、
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この用地といっても事業が決定してから用地買

収に行くまでには相当時間がかかっている。

結局、この用地を買収するときに、時間がた

つにつれて相続人が増えてくるんですよね。特

に、相続者が亡くなったりとかしますからね。

だから、いつもこれ思うんですけど、事業を速

やかに済ませるために、事前に協議をして、難

しいと思うんですけど、そういったところは事

前に所有者からの用地買収ができないかという

ことなんです。

基本的に、工事区間の用地を全部買収しない

と工事にかかれないでしょう、多分。だから、

やっぱりある程度難しいようなところは、早め

にこの用地買収というのはできないかと思いま

す。そういったことがやはり公共工事がスムー

ズに進む一つの策ではないかなと思うんです。

その辺をちょっとどう考えているのかなと思っ

て。

○前村用地対策課長 公共用地を円滑に推進し

ていくためには、やはりおっしゃるとおり早め

に用地を取得するというのは非常に重要なこと

だとは考えております。そういった形で早めに

測量を入れた上で、所有者のおおよその事業箇

所で実際に測量を入れて、何平米という形での

立会いを含めまして、やった上で実際に取得を

していく。そこで調査をして行っていくという

ところで、各事務所でも努力はしているところ

ではございますけれども、先行取得ということ

で、実際この特別会計のほうも設置して取り組

んでいるところではございます。こちらについ

ては、実際、今、街路事業と、あと九州中央自

動車道についてやっているところでございます。

ただ、通常のところにつきましても、そこに

ついてはやはり早めにやらないといけないとい

うことでは考えておりますので、早めにできる

ところから調査を進めていきたいと考えており

ますが、そこについては順次努力をしていくと

いう形になろうかと思います。

○日高委員 もう本当に測量をギリギリまで

しっかりやらないと、図面的には大体この辺を

買収するんだというのはできているんですけど、

現実的に測量設計を入れて確定しないと買収で

きないですね。でも、これ、河川とか、本当に

ちょっとした金額なんですけれどもね。だから、

ある程度、その範囲の用地買収をできれば先行

的に─そういうことができれば早くなるのか

なと思っています。今、用地対策課で何か少し

でもこの用地買収がスムーズにいく計画とか提

案とかあれば教えてもらいたいと思います。

○前村用地対策課長 それにつきましては、こ

れまでもしている、新しいところではないんで

すが、これまでもやっているように、事業説明

等を早めに入れて、地元の方々に御理解をいた

だいて進めていく形になろうかと思います。た

だ、やはりどうしても土地になってきますので

場所が確定できないと、例えば建物なんかがあ

りましたら、それによって移転工法なんかも変

わってきたりとかありまして、応用してちょっ

と取得するというのが難しいところではござい

ますので、実際に地元の方々に早めに事業の必

要性を含めて説明して進めていくというような

ことが基本になろうかと思っております。

○日高委員 特に河川ですね。ちょっとしたと

ころがちょっと引っかかって。以前、ちょっと

日向土木事務所にも言ったけど、その人が１人

亡くなると兄弟などがいるから相続人が増えて

くるんです。だから、それを事前にどうにかな

らないのかということで、もしなったときには、

そこの住民をちょっと集めて、もう早めに印鑑

を押させろと、仮にそうなった場合には、今の
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状況で私がこういう形で印鑑を押しときますと、

仮契約みたいなことを先に進めておければ用地

買収がスムーズにいくと思います。

要は日向土木事務所でもそういうことを

ちょっとやろうとしているんですよ。そういう

ことができるのかということですよね。今の地

権者は今の状況があって、今の時点では、いい

ですよって言うんです。でも、これが時間がた

つとその人が亡くなったらまた相続人が増えて、

また時間がかかってくるから、それを事前に食

い止める方法はないかという話をしています。

○前村用地対策課長 実際に早めに入って説明

をするときに、こういった形で用地を買収して

いきますので、できましたら皆様に相続などが

発生している場合には、そちらでそれぞれ話を

していただいて、どなたがそこの土地の所有者

になるのかどうかですとか、そういったところ

について共有を進めておいていただけないで

しょうかという形での御協力を、早めにお願い

するという形はできるとは思っております。

○日高委員 最後に。特殊なパターンであると

思います。ただ、これから道路改良とかいろん

なこの用地買収をしていくわけじゃないですか。

だからもうどこもここもやっぱり、用地買収で

時間がかかるんですよね。時間がかかるし、ま

さに誰の土地か分からないところぐらいから始

めたりすると、その辺がスムーズにいくことが

重要なので、何か手がないかなと思いました。

○脇谷委員 資料16ページなんですけど、（事

項）公共道路新設改良事業費がありますよね。

国県道の道路の拡幅だとか、いろんな事業が行

われているんでしょうけど、51億円も補正額が

減となっていますが、実際にはまだそういうで

きていないところがたくさんあると思います。

これに関してはどういうふうに理解すればいい

んでしょうか。

○椎葉道路建設課長 予算につきましては、委

員おっしゃるとおり必要な予算ということで計

上させていただいております。ただ、国庫補助

決定に伴うということで予算の配分がなかった

ということでございます。

 本県の道路整備における影響というのはある

かどうかということなんですけれども、やはり

たくさん要望もいただいておりますし、それか

ら本県の道路整備遅れておりますので、その意

味ではやはり影響があると思っております。で

すので、配分いただいた予算を効果的に使うと

いうのが１つと、引き続き必要な予算の確保に

向けて国のほうにしっかり予算要望していく必

要があると思っております。

○脇谷委員 ということは、国がやっぱり認め

てくれないということなんでしょうか。

○小薗管理課長 ただいまの道路建設課長の説

明を補足させていただきます。

 課長が申し上げましたとおり、やりたい箇所

ができていないというのはある意味、事実でご

ざいます。ただ、この背景を御説明させていた

だきますと、主には11月に国土強靱化の補正予

算を組ませていただきました。あのときに、私

どもとしましては、実施中期計画、初年度前倒

しをされるということで、やはり従来の1.3倍と

か1.5倍の予算がつくのではないか、そういった

ところで300億円を超える予算を提案させていた

だきました。議会にもお認めいただいて、予算

はいただいたところではあったんですけれども、

実際、国の内示につきましては、国土交通省の

公共予算でも1.1倍ということで、地方の期待が

ちょっと大きすぎる分がございました。

そういったところで、今回ちょっと大きな補

正が出てはおるんですけれども、やはり私ども
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としましては、県としての熱意、あるいは受入

れの準備というのを国に強く訴える必要がある

とは考えております。今後５年間の実施中期計

画ですので、この間もそういった姿勢で取り組

ませていただきたいとは考えているんですけれ

ども、おっしゃるとおり、この内示差による２

月補正と表裏一体の部分がございます。また、

議会の御意見なども踏まえながら、要望の在り

方等につきましては検討させていただきたいな

と考えております。

○脇谷委員 分かりました。どうぞよろしくお

願いします。

 もう１点、資料34ページの（事項）公共県営

住宅建設事業費の中の２番の「環境設備事業」

４億6,000万円減について、「環境整備事業」は

県営住宅の草刈りも含めていると思うんですけ

ど、これがマイナスということは、もっとでき

たのではないかというように思うんですが、い

かがでしょうか。

○松田建築住宅課長 この事業名の１つ目の

「住宅整備事業」というのは、建て替え事業の

ことを指しております。

 ２つ目の「環境整備事業」というのは、委員

がおっしゃった草刈りとか、そういう管理面の

ことではなくて外壁の改修工事ですとか、そう

いったハード面の、建て替えに該当しない部分

での改修工事に該当する予算でございますので、

これも国庫補助決定に伴う減ということになっ

ております。

○脇谷委員 ということは、県営住宅の施設の

中の除草作業という費用はどこに入るんですか。

○松田建築住宅課長 その事項の１つ上、（事

項）県営住宅管理費の３「建物管理事業」の中

に入っております。

○脇谷委員 では、この「建物管理事業」の176

万円の減額は、草刈りのある程度の補助はでき

ないものかどうかなんですけど。

○松田建築住宅課長 この「建物管理事業」の

中身は、委託事業等を発注しておりまして、そ

れの残額、執行残になっております。最終的な

執行残というのが年度後半になりますが、草刈

りは草刈りでしっかり取り組んでおりますので、

ほかに流用するということは今回できておりま

せんけども、そういった管理面に関するものに

ついては、しっかり取り組んでおります。

○脇谷委員 分かりました。

○山口副委員長 管理課の人件費について

ちょっとお伺いしたいんですけど、毎年結構い

い額を昨年度と今年度と減額になっていると思

うんですが、これは人数がそれなりにやっぱり

皆さん多いので、積み重ねていった結果、こう

なっていますよという理解をしておけばよろし

いでしょうか。

○小薗管理課長 おっしゃるとおりでございま

す。管理課分で、出先機関も含めまして180名を

超える職員分を計上させていただいております

ので、そういったところで人が変わる、数もそ

うでございますし、役職といいますか年齢など

が変わりまして給与のレベルが変わる、そうす

ると手当も変わる、共済費なども変わるといっ

たようなことを積み上げてまいりますと、こう

いった費用の減額が出ているという状況でござ

います。

○山口副委員長 分かりました。

○内田委員長 ほかにないですか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、次に、特別議案につ

いての説明を求めます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明を全て終了

した後にお願いいたします。
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○中武河川課長 委員会資料の47ページをお願

いします。

 議案第69号「宮崎県特定都市河川浸水被害対

策法施行条例」について御説明いたします。

１、制定の目的です。

特定都市河川浸水被害対策法では、特定都市

河川や特定都市河川流域の指定を行うことに伴

い、同法に規定する施設等に対し県が標識を設

置しますが、その標識の基準は各県の条例で定

めることとされているため、本条例により基準

を定めるものであります。

 下の点線囲みを御覧ください。

 特定都市河川とは、都市部を流れる河川で、

流域において著しい浸水被害のおそれがあり、

河川整備による浸水被害の防止が市街化の進展

などにより困難なもので、知事等が指定する河

川であります。

 流域治水の実効性を高める効果が期待され、

本県では今月末に日南市の戸高川を初めて指定

する予定であります。

 次に、２の条例の内容です。

 （１）標識を設置する対象施設等であります。

県が標識を設置しなければならない施設等は、

①～③の３つであり、まず①の雨水貯留浸透施

設であります。右側にイメージ図を示しており

ますが、雨水を一時的に貯留または地下に浸透

させる機能を有し、浸水被害の防止を目的に設

置される施設であります。特定都市河川流域内

の宅地等以外の土地において、1,000平方メート

ル以上の雨水の浸透を阻害する行為を行う者は

知事の許可を受ける必要がありますが、その際、

新たに設置した雨水貯留浸透施設の敷地内に県

が標識を設置することとなります。

２つ目が②の保全調整池であります。イメー

ジ図のように雨水を貯留するものですが、貯留

する機能が浸水被害の防止に有用であると認め

る100立方メートル以上の防災調整池に対して、

市町村長の意見を聞き、知事が指定するもので、

保全調整池の敷地内に県が標識を設置すること

となります。

３つ目が③の貯留機能保全区域であります。

イメージ図にありますとおり、河川の霞堤のよ

うなイメージを持っていただければと思います。

河川に隣接する低地などの洪水や雨水を一時的

に貯留する機能を有する土地のうち、浸水の拡

大を抑制する効用があると認められる区域に対

して、市町村長の意見を聞き、土地所有者の同

意を得た上で知事が指定するもので、貯留機能

保全区域内に県が標識を設置することとなりま

す。

 48ページを御覧ください。

 次に、（２）標識の設置基準についてです。

 標識に記載する内容は、特定都市河川浸水被

害対策法施行規則の基準に定めるとおりとして

おります。

 下の右側に雨水貯留浸透施設における標識設

置のイメージ図を示しており、左側が標識の記

載例になります。標識に記載する内容は、国の

基準に定められている①の施設の名称から⑥の

標識の設置者及び連絡先までの６項目でありま

す。

 このほか、保全調整池や貯留機能保全区域に

設置する標識につきましても、それぞれ国の基

準と同じ項目を記載することとなります。

 最後に、３の施行期日については、公布の日

からとしております。

○松田建築住宅課長 資料49ページを御覧くだ

さい。

 議案第70号「都市計画法施行条例の一部を改

正する条例」について御説明いたします。
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 まず、右側の図を御覧ください。

 都市計画法に基づき、開発許可事務を所掌し

ている範囲を示しております。

 都市計画法に基づく開発許可の事務は、宮崎

市、都城市、延岡市、日向市の４市は自ら行っ

ておりますので、今回の条例改正が及ぶ範囲は、

図のとおり国富町と門川町にある黄色の市街化

調整区域となります。

 １の改正理由であります。

市街化調整区域における既存集落におきまし

て、人口減少等によるコミュニティの維持や増

加する空き家の発生を抑制するため、条例で指

定する大規模な既存集落の区域において、建築

できる建物の用途の制限について、緩和等を行

うものであります。

 次に、２の改正の内容であります。

まず、（１）の建物用途の緩和ですが、現在、

既存集落において条例で指定する区域では、一

戸建ての専用住宅を建築できることとしている

ところですけれども、今回の改正により、さら

に、小規模の店舗や飲食店等を兼ねる兼用住宅

についても建築できるよう、制限を緩和するも

のであります。

 次に、50ページを御覧ください。

 （２）のその他でございます。

条例で指定する区域は、住宅が増えることと

なるため、災害発生により人命に著しい危害が

生じるおそれがある土地を含めないとしており

ます。

 このため、除外する対象土地について、引用

する政令が改正されたことに伴い、所要の改正

を行うものであります。

 除外する対象土地としては、政令で規定する

具体的な土地は、資料の丸印のところにありま

すとおり、急傾斜地崩壊危険区域や地滑り防止

区域などであります。

 最後に、３の施行期日でありますが、公布の

日から施行することとしております。

 続きまして、資料51ページを御覧ください。

 議案第71号「宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例」について御

説明いたします。

 １の改正の理由でありますが、幅広く子育て

世帯を支援するため、期限付入居制度に係る入

居期間の要件を拡大するものであります。

 次に、２の改正の内容であります。

期限付入居制度は、小中学校に近くファミ

リー世帯向けの間取りのうち県が指定した住戸

を、子育て世帯向けに提供する制度であります

が、規則で定める入居期間の要件を、同居する

子─これは、一番年齢の低い子供となります

が、中学生の15歳までとしているところを、高

校卒業程度1の8歳まで拡大することに伴い、関

連する条例の条項について改正を行うものであ

ります。

 最後に、３の施行期日でありますが、公布の

日から施行することとしております。

○椎葉道路建設課長 委員会資料の52ページを

御覧ください。

 議案第72号の国道327号佐土の谷工区で施工す

る、（仮称）３号トンネル工事（２工区）に関

する請負契約の締結についてであります。

 １の事業概要であります。

 当工区は、右の位置図に示すとおり、東臼杵

郡諸塚村大字七ツ山から椎葉村大字松尾の区間

で整備を進めております道路改良事業で、延長

3,400メートル、車道幅員5.5メートル、全幅７

メートル、全体事業費は約120億円であります。

 ２の工事概要であります。

 53ページを御覧ください。



令和８年３月６日(金)

- 41 -

 上段に平面図、下段に写真とトンネル標準断

面図をお示ししております。

 上段の平面図を御覧ください。

 本工事は、トンネルの全体延長が1,000メート

ルのうち、青色で示しています１工区が間もな

く完了予定であり、赤色で示している諸塚村側

の延長465メートルの区間を施工するものであり

ます。

 前のページに戻っていただき、52ページを御

覧ください。

 ３の工事請負契約の概要であります。

 契約金額が16億7,641万340円、契約の相手方

は、旭・大淀・龍南特定建設工事共同企業体、

工期は、契約発効の日から令和10年３月31日ま

でであります。

 続きまして、54ページを御覧ください。

 議案第73号の主要地方道竹田五ヶ瀬線波帰之

瀬工区で施工する、（仮称）波帰之瀬橋上部工

工事Ｐ２張出に関する請負契約の締結について

であります。

 １の事業概要であります。

 当工区では、右の位置図に示すとおり、西臼

杵郡高千穂町と五ヶ瀬町を南北に縦断する区間

において、幅員が狭く、線形も悪い区間の解消

を目指して、バイパス整備を進めております。

 工区の全体延長は1,420メートル、車道幅員

5.5メートル、全幅７メートル、全体事業費が約

70億円であります。

 ２の工事概要であります。

 55ページを御覧ください。

 上段の平面図を御覧ください。

 （仮称）波帰之瀬橋につきましては、高千穂

町と五ヶ瀬町の境を流れる五ヶ瀬川に架かる延

長が412メートルの橋であります。

 ページ下段の側面図を御覧ください。

 本工事は、赤着色している区間の上部工の工

事で、延長が210メートルであります。

 前のページに戻っていただき、54ページを御

覧ください。

 ３の工事請負契約の概要であります。

 契約金額が23億3,452万760円、契約の相手方

は、ピーエス・山崎・矢野特定建設工事共同企

業体、工期は、契約発効の日から令和11年３月

31日までであります。

 続きまして、56ページを御覧ください。

 議案第74号の主要地方道竹田五ヶ瀬線波帰之

瀬工区で施工する、（仮称）波帰之瀬橋上部工

工事Ｐ１張出に関する請負契約の締結について

であります。

 １の事業概要であります。

 先ほどの議案第73号と同じになりますので、

説明については割愛させていただきます。

 ２の工事概要であります。

 57ページを御覧ください。

 本工事は、下段の側面図にあります赤着色し

ている高千穂町側から、202メートルの区間の上

部工の工事であります。

 前のページに戻っていただき、56ページを御

覧ください。

 ３の工事請負契約の概要であります。

 契約金額が21億9,868万円、契約の相手方は、

オリエンタル白石・上田工業・木田建設特定建

設工事共同企業体、工期は、契約発効の日から

令和11年３月31日までであります。

 工事請負契約の締結に関する議案につきまし

ては、以上であります。

○中武河川課長 委員会資料の58ページを御覧

ください。

 議案第75号のダムメンテナンス事業松尾ダム

右岸小門開閉装置更新工事の請負契約の締結に
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ついてであります。

 １の事業概要です。

 松尾ダムは、一級河川小丸川の上流、木城町

中之又にあります。

 次に、２の工事概要ですが、59ページを御覧

ください。

 上の図はダムの平面図、また、右の写真はダ

ムの状況を下流から見た写真でありまして、青

い矢印が小丸川の流れる方向になります。

 さらにその下の写真を御覧ください。ダムの

上側を拡大したものですが、松尾ダムには10基

の水門があり、中央の２つを大門、左右の４基

ずつを小門と呼んでおります。

 写真左側の赤線で囲んでいる部分が、今回の

工事で更新する開閉装置でありまして、拡大し

たものを左下の写真でお示ししておりますが、

青色の装置が現在の開閉装置で、ワイヤーロー

プの緩みやギアの摩耗など、経年的な劣化が確

認されていることから、今回、長寿命化計画に

基づく施設の更新を行い、ダムの機能の信頼性

向上を図るものです。

 58ページにお戻りください。

 ３の工事請負契約の概要です。

 契約金額は５億3,266万5,760円、契約の相手

方は、豊国工業株式会社、工期は、契約発効の

日から令和10年６月30日までであります。

○椎葉道路建設課長 委員会資料の60ページを

御覧ください。

 議案第76号の国道327号佐土の谷工区で施工す

る、（仮称）３号トンネル工事（１工区）に関

する請負契約の変更についてであります。

 １の事業概要であります。

 先ほどの議案第72号と同じになりますので、

説明については割愛させていただきます。

 ２の工事概要であります。

 61ページを御覧ください。

 本工事は、平面図の赤色で示している椎葉村

側からの延長535メートルの区間を施工している

ものであります。

 前のページに戻っていただき、60ページを御

覧ください。

 ３の工事請負契約の概要であります。

 契約金額が20億2,184万2,536円、変更金額が

22億1,392万8,589円、１億9,208万6,053円の増

額であります。

 契約の相手方は、矢野・九建・湯川特定建設

工事共同企業体、変更前の工期が、令和５年３

月14日から令和８年３月25日までを、変更後の

工期、令和８年７月31日までに変更するもので

あります。

 ４の変更理由であります。

 残土処分場の変更が必要になったことから、

請負代金額及び工期の変更を行うものでありま

す。

 その内容について御説明いたします。

 62ページを御覧ください。

 トンネルの工事箇所及び当初計画していた残

土処分場を赤点線囲みの中、黄色丸印で示して

おり、その拡大図が左下の図になります。

 緑色の丸の工事箇所から残土処分場までは、

国道327号を椎葉村側に向かい、途中から青い点

線で示しております村道を通るルートで搬入す

る計画としておりました。

 また、赤いバツ印で示している箇所は、令和

４年９月の台風14号により国道327号が被災した

箇所を示しております。

 トンネルの発注時点では、国道327号の被災箇

所は、令和６年１月には復旧する見通しであっ

たことから、トンネル工事には支障ないと判断

いたしました。
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 しかし、工事発注後の令和５年８月の台風６

号により、ページの左の中ほどの写真のとおり、

国道327号の被災箇所の被害が拡大し、復旧が長

期化することとなり、当初計画していた残土処

分場への運搬が困難となりました。

 このため、地元や関係機関等に情報提供をお

願いするなど、近隣で別の残土処分場を探しま

したが、確保することができず、ページ上段の

地図の右上に黄色丸印で示しております、延岡

市北方町の残土処分場に変更したものです。

 また、工期の延伸は、新たな残土処分場の確

保に時間を要したことから、トンネル掘削の着

手が遅れ、工期内での完成が困難となったため

であります。

 続きまして、63ページを御覧ください。

 議案第77号の主要地方道竹田五ヶ瀬線波帰之

瀬工区で施工する、（仮称）波帰之瀬橋橋梁下

部工工事Ｐ２橋脚に関する請負契約の変更につ

いてであります。

 １の事業概要であります。

 先ほどの議案第73号、第74号と同じになりま

すので、説明については割愛させていただきま

す。

 ２の工事概要であります。

 64ページを御覧ください。

 本工事は、下段の側面図にあります、赤着色

しているＰ２橋脚の工事で、高さが48メートル、

基礎形式は、深礎杭基礎で直径13.5メートル、

長さ16.5メートルであります。

 前のページに戻っていただき、63ページを御

覧ください。

 ３の工事請負契約の概要であります。

 契約金額が12億1,476万4,480円、変更後の金

額が12億6,455万4,282円、4,978万9,802円の増

額であります。

 契約の相手方は、山崎・松澤・あさひ特定建

設工事共同企業体、工期は、令和４年12月７日

から令和８年７月31日までであります。

 ４の変更理由であります。

 仮設構台の昇降設備の設置や橋面排水路区間

の変更、長尺鉄筋の小運搬の追加等により、請

負代金額の変更を行うものであります。

 その主な理由について御説明いたします。

 65ページを御覧ください。

 まず、仮設構台の昇降設備の設置による変更

であります。

 Ｐ２橋脚については、急峻な斜面上に建設さ

れることから、施工ヤードの確保や、重機搬入

のために必要な仮設構台を設置しております。

 写真は、仮設構台の上からクローラークレー

ンにより、鉄筋等の資材をつり下ろしている状

況であります。

 昇降設備については、工事発注後に受注者か

ら、作業員が橋脚の施工を行うに当たり、高低

差などの現場条件や作業の効率性から、昇降設

備の設置に関する協議があり、基準と照らし合

わせた結果、設置が必要と判断したものであり

ます。

 66ページを御覧ください。

 次に、橋面排水路区間の変更であります。

 当初計画では、上段の側面図に青色矢印や、

左下の写真で示しておりますように、排水管路

を橋面から橋脚基部まで施工し、そこから河川

までの間は自然流下させる計画としておりまし

た。

 しかし、工事発注後に受注者が、降雨時に橋

脚基部付近を調査したところ、下段の中央の写

真のとおり、雨水が勢いよく流れている状況が

確認されました。

 このため、橋脚基部に橋面の排水を自然流下
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させると、山の浸食や、下流にある農地に土砂

が流入するなど悪影響を及ぼすことが懸念され

ましたことから、右側の平面図及び側面図に示

しておりますように、用地を買収した範囲内に

おいて、Ｐ２橋脚の基部から五ヶ瀬川までの間

に排水路を追加したものであります。

 続きまして、67ページを御覧ください。

 次に、長尺鉄筋の小運搬の追加による変更で

あります。

 五ヶ瀬町側の当現場では、現道から橋梁まで

の取付道路の区間を工事用の現場進入路として

使用しております。その現場進入路の高さは、

今後の橋梁上部工の施工に支障とならない暫定

的な高さで施工しているため、右側の縦断図に

示しておりますように、工事用道路の規定に準

じ、勾配をおおむね15％としております。

 このため、基礎や橋脚本体に使用する鉄筋の

うち、10.5メートルを超える長尺物の鉄筋は、

当初はトレーラーによる現場への直接搬入を想

定しておりましたが、トレーラーによる搬入が

困難なことが判明しました。

 よって、右下の運搬経路図で示しているとお

り、別の場所に資材置場を確保し、そこで鉄筋

をトラックに積み替えて橋脚施工現場まで搬入

する小運搬が必要になったものであります。

 次に、68ページを御覧ください。

 議案第78号の主要地方道高城山田線王子橋工

区で施工する、（仮称）王子橋橋梁上部工工事

に関する請負契約の変更についてであります。

 １の事業概要であります。

 当工区は、右の位置図に示すとおり、都城市

高城町の大淀川に架かる王子橋について、建設

から60年以上が経過し、老朽化が進んでいるこ

とに加え、車道幅員も狭く歩道もないことから、

橋の架け替えにより、歩行者の安全も含め円滑

な交通を図ることとしております。

 工区の全体延長は760メートル、車道幅員は

6.5メートル、全幅は12.5メートル、全体事業費

が約53億円であります。

 ２の工事概要であります。

 69ページを御覧ください。

 王子橋は、平面図に示していますとおり、橋

長が257.8メートルの橋で、断面図に示しており

ますような鋼製桁の橋であります。

 前のページに戻っていただき、68ページを御

覧ください。

 ３の工事請負契約の概要であります。

 契約金額が18億3,234万6,757円、契約後の金

額が18億4,419万3,064円、1,184万6,307円の増

額であります。

 契約の相手方は、日橋・清本特定建設工事共

同企業体、工期は、令和５年３月14日から令和

８年３月25日までであります。

 ４の変更理由であります。

 インフレスライド条項の適用や熱中症対策に

係る現場管理費の補正及び快適トイレの設置が

必要になったことから、請負代金額の変更を行

うものであります。

 その内容について御説明いたします。

 70ページを御覧ください。

 まず、インフレスライド条項の適用による変

更であります。

 インフレスライド条項は、宮崎県工事請負契

約約款第25条第６号に規定されており、その内

容につきましては、インフレーション等による

賃金等の急激な変動に対応するため、受注者は、

請負代金額の変更を請求することができるとす

るものです。

 今回は、令和７年３月１日の新単価を適用す

るものであります。
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 本条項の適用条件は、四角囲みの下段に記載

しておりますとおり、（１）の残工事の工期が

２か月以上あること、（２）の新単価適用後の

残工事請負額が1.0％以上増加することとなって

おり、当工事では、残工期が約１年であること、

また、新単価適用後の残工事請負額が1.0％以上

増となったことから、今回請負代金額の変更を

行うものであります。

 71ページを御覧ください。

 次に、熱中症対策に係る現場管理費の補正に

よる変更であります。

 県では、夏季における猛暑日などの気象状況

を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費に

ついて、現場管理費の補正を実施しております。

 対象は主たる工種が屋外作業である工事を対

象とし、補正方法としましては、工期中の日最

高気温の状況に応じて補正値を算出し、その補

正値を現場管理費率に加算しており、補正は変

更契約において行うこととしております。

 補正値は、四角囲み内に赤字で示しておりま

すように、真夏日率に1.2を乗じて算出しており、

真夏日率は、工期期間中の真夏日の日数を工期

日数で除して算出しております。

 また、真夏日につきましては、日最高気温が

摂氏30度以上となった日数または、環境省が公

表しております、暑さ指数が25度以上となる日

数を原則としております。

 今回の工事における補正値の算出結果は、下

段の赤字のとおり0.41％となり、これを現場管

理費率に加算するものであります。

 72ページを御覧ください。

 次に、快適トイレの設置による変更でありま

す。

 これは、工事現場において、男女ともに働き

やすい環境を整備するため、現場環境の改善と

して、快適トイレを設置した場合に、１基当た

り５万1,000円を上限として、最終変更時にその

費用を計上するものであります。

 今回の工事では、２基の設置を行っておりま

す。

○内田委員長 執行部の説明が終了しました。

 まず、議案第69号「宮崎県特定都市河川浸水

被害対策法施行条例」、議案第70号「都市計画

法施行条例の一部を改正する条例」、議案第71

号「宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例」について質疑はありま

せんか。

○福田委員 質問するのに非常に勇気が要りま

すけれども、議案第69号のこの標識というのを

作って、資料48ページに、標識の記載例とある

んですが、何のためにこういうのを立てるんで

しょうか。

○中武河川課長 この許可を受けた施設につき

ましては、河川の浸水、洪水の軽減に寄与する

ということなんですけれども、例えば、この施

設が流域内の住民に対して施設の効果がありま

すよというのを周知させていただく分と、あと、

例えば権利者が変わった場合、売り買いがあっ

て次の人が来たときに、そういった機能を有す

るという施設が分からないまま売買が行われる

場合もございますので、そういったことがない

ようにということも含めまして、法律のほうで

設置するということに位置づけられているもの

でございます。

○福田委員 分かりました。そういうので何と

か施設というのをちゃんと決めるわけですね。

 続きまして、資料58ページ、議案第75号です

けれども、開閉装置の更新を４基されるという

ことで５億3,200万円の工事が入っています。お

話の中でこれは、言葉違うかも分かりませんけ
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れども、例えば開閉用のワイヤーとかそういう

ふうなものが、もう劣化していると内容を認め

たので、今回工事入るというような説明だった

と思うんですけれども、そうだったですかね。

○山下ダム対策監 今おっしゃられたとおり、

ワイヤーとかそういうギアとか、そういったの

を全部一つにまとめたものが開閉装置という機

器になるんですけれども、それを丸々、もう劣

化しているということで、今回更新するという

ことになります。

○福田委員 開閉装置として使用期間何年とか

いうものはないんですか。

○山下ダム対策監 耐用年数というのは一応ご

ざいまして、開閉装置自体が基本的には70年ぐ

らいの耐用年数というのがあるんですけれども、

今回ダム自体も70年以上も過ぎているようなダ

ムですので、ちょうど更新時期を迎えていると

いうことになります。

○福田委員 目視のチェックだけだったら

ちょっと不安だなと思ったんですけれども、そ

ういう基準があるんですね。

○岩切委員 議案第71号について確認したいん

ですが、18歳まで、高校卒業年度まで延長する

ということなんですが、世帯の構成が、最初の

お子さんが19年間ということで、その間に２人

目、３人目と出生がある場合、この19年を超え

ない範囲内というのは、どういうふうに考えて

いくんでしょうか。

○松田建築住宅課長 何人かお子さんがいる場

合は、一番年の低い方を基準にして、18歳にな

るところまで住んでいいということなんですけ

れども、ここの年度については、延長できると

いうような規則を別に定めておりますので、そ

ういうところで運用しているところでございま

す。

○岩切委員 了解いたしました。

○内田委員長 ほかにないですか。

 それでは次に、議案第72号から第75号の工事

請負契約の締結について質疑はありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 次に、議案第76号から78号の工

事請負契約の変更について質疑はありませんか。

○福田委員 議案第77号ですけれども、こう

いった大がかりな仕事に対して、工期が令和４

年12月から令和８年７月31日までという長期に

わたる中において、職員の構成とかいうのは何

か考慮されるんですか。やっぱり一連の仕事に

ついては、常時この人はずっといるとか、合理

化とか効率化とか安全面とかも含めて、そうい

うのは何か考慮があるのかなと思ったんですけ

れども。

 一つの工期について、例えば職員の組織とい

うのは何か特に考慮されるんですか。

○椎葉道路建設課長 確認ですけれども、建設

業、請負業者ではなくて、県職員のスタッフと

いう意味でしょうか。

○福田委員 はい。

○椎葉道路建設課長 特にないと思っておりま

す。

○福田委員 例えば資料65ページのこの写真な

んか見ると、相当な、日本でも物すごく注目を

浴びるような─48メートルの橋脚とかＰ２な

んかあるんですけれども、それに対して、もち

ろん業者にお願いするんですが、職員としても

これは私が総責任者だというような、そういう

強固な組織をつくろうとかいうのは、考慮はさ

れないんでしょうか。いつものとおりで異動す

るのかなと思いまして。何か答えられそうで

しょうか。

○海野県土整備部次長（総括） このような大
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規模工事については、いろいろな技術基準とか

いうこともございまして、関わっている職員は

全て対応できるようにといいますか、しっかり

と引継ぎもしますし、体制というのは事務所も

本庁も含めて全員でこういう大きな事業につい

ては関与していくということで見ております。

反対にこういう事業にたくさんの技術者の方が

関わる機会が持たれるということで、次の技術

者の育成にもなりますので、そこは当然安全管

理とか、しっかりしたいいものができるように

ということが基本ではございますけれども、そ

れをしっかり確保しながら、県職員の育成とい

う面もあって、異動についてはしっかり引継ぎ

をしながら、当然、事業者の皆さん、事業者と

もよくコミュニケーションを図りながら施工し

ていくという体制を取っているところです。

○内田委員長 ほかにないですか。

○山口副委員長 議案第77号の請負契約の変更

についてなんですけれども、工事期間がそれな

りに長くなっていると思いますが、この仮設構

台の昇降設備の設置に伴う変更であったりです

とか、鉄筋の運搬に伴う変更というのは、既に

実施済みの事項だと思いますけれども、どのタ

イミングで事業者から相談があって実行された

のか。

そして、この契約の変更に伴う増額の議案が、

今この段階で上がってきておりますけれども、

どの時期に向こうから相談があって、そして実

行されたのかをまず教えていただけますでしょ

うか。

○椎葉道路建設課長 まず、昇降設備の設置に

つきましては、契約後に受発注者協議の時点で、

受注者側から協議があったものであります。

 それから、その次の橋面排水路についても、

契約後に受注者が現地調査を行った上で協議が

行われたものであります。

 それから、長尺鉄筋につきましては、実際に

鉄筋の搬入の際に鉄筋搬入業者が現地を確認し

て、トレーラーでは難しいという判断したと、

そういう協議がなされております。

 今回の議案に上げたタイミングについてであ

ります。まず、昇降設備の設置につきましては、

契約後に協議がなされておりますけれども、変

更で計上するという協議は、最終的には※令和７

年12月に行われております。

 それから、橋面排水路区間の変更につきまし

ては、数量が確定したのが令和７年１月頃に

なっております。

 それから、長尺鉄筋の小運搬につきましては、

令和７年12月頃に最終的な数量が確定しており

ます。

 前回の変更が令和７年２月、１年前に行われ

ておりまして、その議案提出後に全て数量等が

確定したものということで、今回の最終の変更

契約で議案を上げさせていただいたということ

になります。

○山口副委員長 昇降設備は契約した後すぐ

だった。その後、去年の12月にこういう対応を

しようということになりましたという御説明

だったと思うんですけれども、数量確定しない

ものなんですかね。結構、こういう対応するこ

とに決まったのが去年の12月というのはよく分

からなかったんですけれども、もっと前に決め

ればいいだけじゃないのというふうに受け止め

てしまったんですが、もう一回、詳しく教えて

ください。

○椎葉道路建設課長 契約当初に協議をしたの

は事実でございます。その後、別途協議すると

いうことにしておりました。最終的に協議がな

※58ページに訂正発言あり
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されたのが、令和７年12月であったと。

 設計変更で計上できるか計上できないかとい

う協議をしっかりやらせてもらって、最終的に

は設計変更で計上するという結論に至ったのが、

令和７年12月ということでございます。

 ですので、それが決まる前にもう業者のほう

は、当然必要な設備ということで設置はして

おったということになります。

○山口副委員長 別途協議するとうのを当初に

決めました。その後、じゃあ実際に設置につい

て協議はそのままなされないというか、確定的

な金額の話はしないまま進んでいき─昇降設

備が設置されたのは実際いつなんですか。業者

が御自身で判断されて、金額とかについては別

として、自分たちで昇降機を設置することとし

たのは、ちなみにいつなんですか。

○椎葉道路建設課長 具体的に何年何月という

のは、ちょっと今把握できておりませんけれど

も、施工に着手するタイミングであります。

○山口副委員長 協議はしますという形にした

上で、お金をどうするかというのを確定せずに

工事をこのように進めることはよくある話なん

ですか。

 今、伺っていると、きちっとこのくらいです

よねという金額を一定程度協議して握った上で、

議会への予算計上というのはいろんなタイミン

グがあったり、行政側のルールに基づいて、こ

ういうタイミングになりましたというのは、一

定程度理解をしなくてはいけないところがある

んだろうなと思うんですけど、今のお話を伺っ

ていると金額を確定させる前に、業者も設置し

ていますというように─僕の理解は追いつい

ていないだけだと思うんですけど、そう聞こえ

てしまうんですけど、それ、まずい気がするん

ですが、どうなんですか。

○椎葉道路建設課長 副委員長御指摘のとおり、

協議の段階で、ある程度数量を固めて金額を抑

えて、変更契約で計上するのであれば、しっか

りその時点で指示書を切るべきで、ほとんどが

そうされております。通常はそういう取扱いを

しているということでございますが、今回の

ケースについては、そこがなされていなかった

ということです。

○山口副委員長 分かりました。

○内田委員長 ほかにないですか。

○坂本委員 資料68ページの第78号のことを

ちょっと教えてください。今回、変更理由が３

つあって、そのことで工事の変更が行われ、金

額の変更が発生するということですけれども、

インフレスライド条項の適用は分かるんですが、

順番にいきますと、熱中症対策に係る現場管理

費は、御説明によると令和元年６月から対象に

なっていて、工期自体は令和５年からの分なの

で、いわゆるそもそも見込んでおかないといけ

なかったのが、見込んでなかったということで

すか。

○椎葉道路建設課長 熱中症対策につきまして

は、施工中の実際に真夏日が─いわゆる気温

で30度以上の日があった場合に、その日数の分

について補正するというようになっております。

ですので、前もってということは難しい、でき

ないということです。

○坂本委員 続いてもう一つ、建設現場におけ

る快適トイレのほうです。これは、現場事務所

のトイレのことですか。

○椎葉道路建設課長 おっしゃるとおりでござ

います。現場事務所の横に置いているトイレ。

ただ、この現場は、現場事務所と現場にちょっ

と距離がありましたので、現場のほうにも、も

う一つトイレを設置しております。
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○坂本委員 いずれにしても、現場で工事をな

される方たちが使用されるトイレと理解してい

いんですかね。

○椎葉道路建設課長 そのとおりでございます。

○坂本委員 一般的にどうか分かりませんけど、

工事する場合に、いわゆる仮設工事の中で、現

場事務所とかで使うものとか、いろんなものを

積算して契約しますよね。その一品ずつといい

ますか、抜き出して、そうやって金額の変更を

行うということはあるんですか。

○椎葉道路建設課長 通常のトイレであれば、

現場管理費の率の中にその経費は含まれており

ますので、それぞれで経費を見ることはござい

ませんけども、今回の快適トイレにつきまして

は、目的にもございますとおり、国のほうが積

極的に促進しています施策でございますので、

この快適トイレを使った場合には、個別に計上

するということになっております。

○坂本委員 分かりました。

○福田委員 私たちは去年の夏にこの現場へ視

察に行ったんです。このトイレというのは、働

く人に対して物すごく思いやりのある行為だな

と、僕はつくづく感心しました。

○内田委員長 ほかにないですか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○大部薗道路保全課長 委員会資料の73ページ

をお開きください。

 道路の管理瑕疵に係る損害賠償額を定めたこ

とについて、地方自治法第180条第２項の規定に

より、御報告いたします。

 今回の報告は、物損と人身を伴う事故が２件

と、物損のみの事故が７件、計９件であります。

事故の内容について説明いたします。発生日、

発生場所等につきましては、資料の左側の欄に

記載のとおりであります。

 番号１の段差事故につきましては、道路上に

発生していた段差によりバイクが転倒し、車体

の損傷と骨折、肺挫傷などを負ったものであり

ます。本件は、被害者に前方不注視の過失があ

りますので、県の過失割合を６割、相手方の過

失割合を４割としております。

 番号２の路上障害物事故につきましては、歩

道上に倒れていた木製の防護柵にロードバイク

で乗り上げて転倒し、車体の損傷と※左鎖骨の骨

折を負ったものであります。本件は、被害者に

前方不注視や運転操作不適の過失がありますの

で、県の過失割合を５割、相手方の過失割合を

５割としております。

 番号３の穴ぼこ事故につきましては、休憩の

ため、路肩に侵入したところ、路肩上に発生し

た穴ぼこにバイクが落ち込んで転倒し、車体の

補助輪やクランクなどを損傷したものでありま

す。本件は、被害者に前方不注視の過失があり

ますので、県の過失割合を３割、相手方の過失

割合を７割としております。

 番号４の支障木接触事故につきましては、進

行方向左側上空から垂れ下がっていた竹に車両

が接触し、フロントピラーなどを損傷したもの

であります。本件は、被害者に前方不注視の過

失がありますので、県の過失割合を６割、相手

方の過失割合を４割としております。

 番号５、７、次のページ、番号８の側溝蓋不

全事故につきましては、道路を横断して設置さ

れている側溝のグレーチングがはね上がり、番

号５はオイルパンを、番号７は車体フレームな

※58ページに訂正発言あり
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どを、番号８は車体底部を、それぞれ損傷した

ものであります。本件は、事故の状況から被害

者に過失を問うことができないと判断し、県の

過失割合を10割としております。

 番号６の落石事故につきましては、進行方向

の左側のり面から、突然落下した石が車両を直

撃し、フロントバンパーや前輪ホイールなどを

損傷したものであります。本件は、事故の状況

から被害者に過失を問うことができないと判断

し、県の過失割合を10割としております。

 74ページをお開きください。

 番号９の倒木事故につきましては、進行方向

の左側のり面から枯れ木が突然倒れ、車両を直

撃し、フロントガラスやボンネットなどを損傷

したものであります。本件は、事故の状況から

被害者に過失を問うことができないと判断し、

県の過失割合を10割としております。

 これら９件の事故に伴って発生した損害賠償

額は、566万8,961円となっておりまして、全て

道路賠償責任保険から支払われます。

 説明は以上でありますが、引き続き道路パト

ロールを徹底するとともに、道路の異状箇所に

ついて情報の提供を呼びかけるなど、道路利用

者の安全確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

○内田委員長 執行部の説明が終了しました。

 報告事項について質疑はありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 その他報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑や執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○中武河川課長 委員会資料の75ページを御覧

ください。

 「日向灘沿岸海岸保全基本計画の変更につい

て」御説明いたします。

 まず、１の目的及び変更の理由です。

 海岸保全基本計画とは、海岸法に基づき、海

岸の防護及び環境の整備と保全、公衆の適正な

利用の確保を目的とした計画で、海岸を保全す

るための施設である海岸保全施設の整備につい

ての基本的な事項を定めたものであります。

 右の図に、海岸保全基本計画に関するこれま

での経緯を示しております。まず、平成11年５

月の海岸法の改正に伴い、本県では平成15年３

月に計画を策定しております。

 その後、平成23年３月に発生した東日本大震

災を受けまして、平成26年６月に海岸法が改正

され、レベル１津波対策などが位置づけられた

ことから、平成27年３月に計画を変更しており

ます。

 その後、気候変動の影響による平均海面水位

の上昇や、台風の強大化等による沿岸地域への

影響が懸念され、国において、令和２年11月に

海岸保全基本方針の変更がなされたことから、

左側の中ほどになりますが、今回の計画の変更

では、将来の気候変動の影響を考慮して計画す

る際の考え方を追加するものであります。

 76ページをお開きください。

 ２の計画変更の概要であります。

 まず、（１）気候変動の影響を考慮して計画

する際の考え方です。将来、2100年時点におい

て、高潮や津波対策などを計画する際の海面水

位の上昇量は、２度上昇シナリオに基づき、国

が将来予測の平均的な値として示している39セ

ンチメートルとして検討することとしておりま

す。

 下の点線囲みになりますが、２度上昇シナリ

オとは、21世紀末の世界平均気温が、工業化以

前と比べて0.9～2.3度上昇する可能性の高いシ
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ナリオのことで、パリ協定の２度目標が達成さ

れた世界であり得る気候の状態であります。

 次に、（２）高潮時のイメージであります。

この図は、濃い青色が現計画の海面で、その上

の水色が気候変動後の海面を表しておりまして、

海面水位の上昇量にプラスして、波の打ち上げ

高が増大するイメージを示しております。

 海岸保全計画の整備では、津波と高潮の両方

を検討し、高さが高いほうの値を用いて計画し

ます。その際、津波については、単純に海面水

位の上昇量を加えた高さとしますが、高潮につ

いては、イメージ図のように海面水位の上昇と

ともに、台風の強大化等により波の打ち上げ高

が増大することも考慮する必要があります。

 右のグラフを御覧ください。

 （３）新たな考え方で試算した結果でありま

す。このグラフは、将来、2100年時点の高潮及

び津波について、県内15の海岸において気候変

動の影響を考慮する新たな考え方で試算した結

果になります。グラフの縦軸は、護岸の天端の

高さで、左上に凡例がありますが、一番上の灰

色が、現行の計画における護岸の高さ、その下

の青色が津波の場合に必要な護岸の高さ、その

下の緑色が同じく高潮の場合になります。

 また、横軸は試算を行った海岸名で、それぞ

れ２つの棒グラフで比較を示しており、それぞ

れグラフの右側には津波の高潮のいずれか高い

ほうを示しています。灰色の現行計画との高さ

の差が最も大きい海岸は、グラフの中ほどに赤

枠で囲んでいる新富町の日ノ出海岸であり、50

センチメートルの余裕高を含め1.1メートル程度

となりました。

 次に、（４）今後の対応についてであります。

 今後、海岸保全施設を新設または改良する場

合に、新たな考え方を適用して整備を行ってい

くのかについては、近年の被災状況や海岸利用

及び背後地の資産状況等を踏まえ、地域住民な

どとの合意形成を図りながら、段階的な整備を

含め、総合的に判断することとしております。

 最後に、３の計画変更の経過であります。

 今回の計画変更は、令和６年10月から、国の

専門家や学識者等による気候変動の影響に関す

る技術検討会を、また引き続き改定委員会を開

催しておりまして、昨年12月末に素案がまとま

りましたことから、今年の１月から先月にかけ

て、沿岸10市町への説明会開催や、関係機関へ

の意見聴取、パブリックコメントを実施したと

ころであります。

 それらの内容を踏まえ、先月24日に改定委員

会を開催し、最終案がまとまりましたことから、

今回、県議会に御報告するものであります。ま

た、計画変更の公表については、今月末を予定

しております。別冊としまして、改定案の本文

を電子データでお配りしておりますので、御覧

いただければと存じます。

○松田建築住宅課長 委員会資料の77ページを

御覧ください。

 宮崎県建築物耐震改修促進計画の改定につい

て説明いたします。

 １の目的及び改定の理由であります。

 本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する

法律に基づき、県が耐震化を進めるための実施

計画として定めているものであります。

 平成19年３月に第１期計画を策定して以降、

これまでに東日本大震災などを背景とした法改

正等を踏まえ、改定を行ってきたところであり

ます。

 今回、今年度末で現行計画の計画期間が満了

することから、本県の地域防災計画など関係す

る計画等と整合を図りながら、計画期間を令和
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８～17年度の10年間とする次期計画として、耐

震化率の目標値等について改定を行うものであ

ります。

 ３の今後のスケジュールでありますが、４月

にパブリックコメントを実施し、５月に計画改

定を行う予定としております。

 78ページを御覧ください。

 改定案の概要について御説明いたします。

 本計画は、第１章から第５章までの構成であ

り、第１章、住宅・建築物の耐震化の実施に関

する目標設定の主な改定内容としましては、現

状の住宅の耐震化率を、国が令和５年度に実施

した住宅・土地統計調査の結果を基に、県独自

の推計を加え、令和７年度末の耐震化率に更新

するとともに、国の基本方針等を踏まえ耐震化

の目標を見直しております。

 図は、本県の住宅の耐震化率の現状と目標を

示しております。赤色の折れ線グラフを御覧く

ださい。

 現状の住宅の耐震化率は、右から２番目の令

和５年で86.4％、一番右側の令和７年度末で

88％と見込んでおります。現行計画では、令和

７年度末までに住宅の耐震化率を90％にするこ

とを目標として取り組んできたところですが、

目標の達成までは２％及ばない状況であります。

 南海トラフ巨大地震の発生につきましては、

切迫性が指摘され、本県でも甚大な被害が想定

されておりますことから、新たな目標につきま

しては、国の方針に沿って令和12年度末までに

耐震化率95％、令和17年度末までに国が掲げる

目標と同じ、耐震性が不十分な住宅をおおむね

解消することに見直し、木造住宅の耐震化を進

めることとしております。

 79ページを御覧ください。

 第２章から第５章では、支援制度の周知や専

門技術者の育成、耐震化の必要性が伝わるよう

広報活動やダイレクトメールにより直接的な働

きかけを行うなど、これまでの取組を継続する

としておりますが、第２章においては、緊急輸

送道路の沿道建築物の耐震化を促進するため、

道路管理者と連携して取り組んで行くことを追

加し、第３章においては、昭和56年以降に建て

られた新耐震基準の木造住宅で、柱や梁の接合

部等の規定が強化された平成12年以前に建築さ

れたものについても、倒壊等の被害が確認され

ていることから、接合金物の有無や壁の配置バ

ランスなどの簡易なチェック項目により、所有

者等でも検証可能な木造住宅の耐震性能検証法

の周知を図ることを追加しております。

 なお、本計画の素案を委員会資料に添付して

おりますので、後ほど御覧ください。

 続きまして、委員会資料の80ページを御覧く

ださい。

 宮崎県県営一ケ岡団地再整備事業に係る実施

方針（案）等の公表について説明いたします。

 初めに、報告する概要につきましては、「県

営一ケ岡団地再整備事業」をＰＦＩ手法で進め

ることとしておりますが、ＰＦＩ法により事業

を進めていく中で、入札公告までの手続として、

実施方針と要求水準書（案）の公表があります。

 下のスケジュールで言いますと、赤枠の現時

点のところとなりますが、実施方針等を公表し、

説明会や質問回答を通して、民間事業者と対話

しながら黒枠で示す令和８年10月の入札公告に

向けて、当該事業がＰＦＩ事業としての効果を

有するか、事業の妥当性などの評価を行い、最

終的に事業の実施を決定する事務スケジュール

となっておりまして、今回、実施方針及び要求

水準書（案）の内容を説明するものであります。

 実施方針と要求水準書（案）につきましては、
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後ほど説明いたしますが、実施方針はいつから

いつまで、どこで、どのような事業を、どのよ

うな方針で行うかを示しておりまして、要求水

準書（案）は、実施方針を補完するもので、建

て替え住宅の使用や性能について、県の考え方

や条件を示したものとなります。

 この公表後は、スケジュールのとおり10月に

入札報告、令和９年度に落札者決定及び契約締

結の予定であります。

 81ページを御覧ください。

 １、実施方針の概要について説明いたします。

 （１）事業の目的ですが、当該団地は下の図

にありますとおり、北ブロックと南ブロックの

２ブロックにありますが、事業対象となる南ブ

ロックの354戸は、建設後50年余り経過し、施設

の老朽化、バリアフリー住戸等の不足、単身世

帯等の増加など、住宅ニーズの変化への対応に

加え、津波浸水被害を想定した災害に強い住環

境の構築が求められていることから再整備を行

い、快適かつ安全・安心に暮らせる住環境の形

成と多世代交流の促進、地域コミュニティの活

性化に貢献することを目的としております。

 （２）施設の立地条件等については、右下の

配置計画の水色のエリアに223戸程度の住宅と付

帯施設を整備しますが、業務範囲としては、設

計から建設、工事監理、入居者移転、そして今

回の整備で発生する余剰地を事業者の自主事業

の位置づけで行う活用業務などを業務範囲とし

て、令和９年から令和※18年までの８年間を事業

期間としております。

 なお、整備後の住宅管理業務は指定管理者で

行うこととしておりますので、住宅管理業務を

含めないＢＴ方式で事業を進めます。また、配

置計画はイメージですので、事業者の提案に

よって配置は変わるものと思われます。

 次に、82ページを御覧ください。

 （３）事業者グループの募集及び選定ですが、

①の事業者グループの募集及び選定に関する事

項として、表の１段目の選定方法については、

総合評価一般競争入札方式、次の入札参加者は、

設計企業、建設企業のほか、各企業で構成され

るグループといたします。また、この事業はＷ

ＴＯ対象案件であり、県外企業の応募も考えら

れますので、米印にありますように、県内企業

の育成など地域経済への配慮も実施方針に記載

いたします。

 各グループの評価につきましては、３段目の

審査委員会の設置にありますとおり、行政委員

と各分野の専門家や、学識経験者から構成する

外部委員で適正に評価し選定をいたします。

最後の落札者決定につきましては、予定価格

の範囲内で総合評価値の最も高い者を落札者と

して決定いたします。

 ②は、県と事業者グループの契約のイメージ

ですが、総合評価値が最も高かったグループの

提案により、再整備に関するＰＦＩ事業の契約

と、用地活用に関する契約をそれぞれ締結する

こととなります。

 83ページを御覧ください。

 ２、要求水準書（案）の概要であります。

 （１）県営住宅整備業務に関する要求水準書

では、①の基本事項として、既存住宅を撤去し、

新たに建て替え住宅等を整備することとしてお

り、②の施設整備の考え方では、アの安全・防

犯等への配慮として、津波等に対する安全性や

地域の避難活動場所とする。

 イの良好な住環境の形成として、日照やプラ

イバシー等を配慮した計画や周辺環境との調和、

ユニバーサルデザインの導入。

※57ページに訂正発言あり
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 ウの地域コミュニティの活性化として、多世

代交流を促進する施設計画、地域の良好なコ

ミュニティ形成や、街の活性化に寄与する計画

とするほか、５つの施設整備の考え方を示して

おります。

 ページ右側に移りまして、③施設整備に関す

る条件ですが、ア、建築計画としては、ａの住

棟で、３階以上の場合はエレベーターを設置す

ることや、ｃの構造では、耐火構造となるコン

クリート系の構造を基本とし、県産材利用を促

進する意味で、木造と混合する構造も計画する

よう求め、ｄの安全性で指定避難施設の指定を

前提とし、そして、ｅの整備戸数等については、

表のとおり住戸タイプの割合等も条件といたし

ます。

 84ページを御覧ください。

 イ、設備計画でありますが、メンテナンス性

や電気・ガスの熱源併用、３点給湯などを条件

といたします。

 次に、（２）用地活用業務に関する要求水準

ですが、①の基本事項として、県は活用地の貸

付けを行い、用地活用企業が自己の責任及び費

用において、民間収益施設を整備・運営するこ

ととしております。

 ②の活用地の計画地に関する条件では、実施

場所や活用面積は企業の提案とし、入居者及び

周辺住民の利用等に配慮した提案とする。

 ③の県が期待する施設としては、団地入居者

や地域住民の子供や子育て層向けのための機能

や、コミュニティ活性化や生活利便性が向上す

る機能を有する施設を求めることとしておりま

す。

 次に、（３）入居者移転支援業務に関する要

求水準ですが、基本事項として、入居者の希望

に沿うように、入居者の仮移転、建て替え住宅

への本移転に係る業務が円滑に進むよう支援す

ることとしており、意向調査や移転支援計画書

の策定、移転に関する窓口の設定などを求める

こととしております。

 なお、公表の際に添付する実施方針及び要求

水準書（案）につきましては、委員会資料に添

付しておりますので、後ほど御覧ください。

○内田委員長 執行部の説明が終了しました。

 その他の報告事項について質疑はありません

か。

○日高委員 日向灘沿岸海岸保全計画の変更に

ついて、いろいろ説明を聞いたんですけれども、

課長から見たイメージとして、2100年の日本っ

てどうなっているイメージですか。

○中武河川課長 日本全体の傾向とは思うんで

すけれど、今、国で言われていますのは、日本

全体が大体39センチメートルぐらい海面が上昇

するということと、気候変動の影響で台風の影

響も強くなっていくということ、プラス地球温

暖化ということで、環境自体は非常に厳しく

なっていく状況が国からも示されている状況で

あります。

 今回のこの計画では、そういった波が高くな

る部分とかを考慮して、どれぐらい影響がある

のかということを、考え方として加えさせてい

ただいたということでございます。

○日高委員 2100年っていったら、もう相当未

来の話で、39センチメートルってよく出てくる

なとは思うんです。これは、計算上出てくるん

でしょうか。気候変動で気温が２度上昇すれば、

平均的な値として39センチメートル、端から端

まで水位が上昇するということでしょうか。

○中武河川課長 あくまでその計算というか、

国の方でシミュレーションを行われているよう
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でして、２度のときに大体39センチメートルで

すとか、４度上昇したときに70センチメートル

ぐらい上がるとか、いろんな計算をされている

ようでございます。

○日高委員 だから護岸を、今までの考え方で

はなくて、今後造るときには、若干高めで作

るってことですよね。

○中武河川課長 計算をかけますと、恐らく大

体これまでよりも、委員がおっしゃるとおり護

岸の高さを高く計画することになります。2100

年は大分先ですので、その高さを高く作る場所

もあると思いますし、場合によって景観が悪く

なるので、そこまで上げないでほしいという御

意見とかがあれば、少し下げた形で、避難と併

せた計画を全体で立案するとか、そういった場

所によってはいろんなケースが出てくるんじゃ

ないかなと思っております。

○日高委員 でも基本、上げるんですよね。こ

の計画が変わって、令和８年３月に県議会へ報

告、計画変更の公表ということだと、もう公表

で最終段階ということだから。例えば港湾課か

なんか、護岸の高さの設計をどういうふうにし

ているか分からないけど、これはもう全部変更

してもらわないといけないということですね。

でも予算がないから護岸の計画もないか。でも

そういったことも考えられますよね。全体的に

こういうことになれば、護岸の高さをちょっと

見直して、設計に反映をさせていこうというと

ころも出てくると、全部じゃないけど、出てく

るということで理解していいですか。

○中武河川課長 委員のおっしゃるとおり、今

後こういったことを考えていく必要があるとい

うことでございます。

○内田委員長 ほかにないですか。

○坂本委員 最後に御説明いただきました一ケ

岡団地で何点か、１つか２つですけれども、ス

ケジュール的には議会で入札公告の前に、今日

御説明いただいた要求水準書の中身とかについ

て、意見が言えるのはこれが最初で最後と理解

していいんですね。

○松田建築住宅課長 まず、実施方針と要求水

準書につきましては記載のとおり（案）という

ことになっております。

 今後、いろんな企業等と意見交換、説明会等

も開きますので、そういったところで内容が一

部変わる可能性もございますし、入札公告まで

しばらく期間がございますので、その間に議会

の説明というところはあるのではないかと思っ

ております。

○坂本委員 資料83ページのほうで示された、

この世帯人員と住戸タイプの戸数の割り振り、

それから、次の84ページで、県が期待する施設

機能というところです。まず、84ページの県が

期待している施設機能、これはプロポーザルに

参加される各事業者に対して、県が期待してい

る施設機能に対してどういう提案をしてくれる

かという仕組になっていると思うんですけれど

も、それを判断するための、84ページの県が期

待する施設機能について、ある程度県としては

イメージといいますか、こういうものを理想と

して求めるというような絵は描いてあるので

しょうか。

○松田建築住宅課長 具体的な絵ですとか、プ

ランにつきましては、企業のノウハウ等にお任

せする形になっております。

 ただ、資料にありますとおり、各タイプの割

合ですとか、あとこういった期待する施設機能

につきましては、いろんなタイプを持つ住棟が

ミックスされて、いろんな世代の方々がこの団

地に住みやすいと思われるようなものを期待し
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ているところでございますので、県側でしっか

りした何かプランですとか、そういったものは

提示しないことになります。

○坂本委員 ちょっと誤解があったかもしれま

せん。見せるものではなくて、業者さんから提

案があったときに、それを選別といいますか、

評価しないといけないですよね。そうすると評

価の基準といいますか、ある程度は持っておか

ないと、出てきたものの中だけで、例えば、あ

まりレベルの高いというか、良くないのだけが

そろった中で選ばなきゃいけないという話にな

るのか、ある程度の提案された中身について、

県が当初考えているのに、機能性とかそういっ

たことを含めて、ちゃんとそこをクリアしてい

るという判断をしていかないといけないと思う

んです。

ですので、そういう意味でのクリア基準とい

うか、ここに書いてあるように、例えばでいい

ですけれども、子供や子育て層向けの機能とい

うのは、大体、県としてはこういうことを望ん

でいるというような、絵を描くというのは、実

際に絵を描いているわけではなくて、この担当

される方たちの間で、そういう共有した一つの

認識というのをどうやって持っていくかという

話なんですけれども、そういうところについて

いかがですか。

○松田建築住宅課長 まず、いろんな評価とい

うのが今後しないといけないことになるんです

けれども、その評価については、今、委員が

おっしゃられたように、いろんな評価というの

は分かれてくる可能性もございます。今から

しっかり、どういった機能が来たときにどう

いった評価をするとか、プランとかそういった

ところも含めてなんですけども、企業がこの団

地に対して、我々が期待するものをどう描いて

くるか、こう描いたときに県はどう評価するか、

こういう具体案があったときにどう評価するか

という、これから固めていく形になりますので、

そこをしっかり今から検討していくこととなり

ます。

○坂本委員 今おっしゃったように、本当に期

待することですよね。何を期待しているのかと

いうところだけは少なくとも明確にというか、

いわゆる意思の合意というか、そこが必要だな

と思って、そこに対しての話なんですけれども、

例えばここで書いてある子供や子育て層向けの

機能ということで、これまでの県営住宅、公営

住宅の考え方からすると、あまりなかったと思

います。何かの機会でお話ししたと思いますけ

ども、今、県で言えば、県土整備部が管理する

住宅ではなくて、自治体で言うと福祉部門が企

画して建てている共同住宅、他県でやっていま

すけれども、子育て支援共同住宅というのを

やっています。

 これは私も見に行きましたけれども、子供を

育てていくのに、これまでの公営住宅ではな

かったような機能を、例えば子供を連れて玄関

先で送り迎えをするのに、雨が降ってもそんな

に不便を感じさせないように大きい屋根がつい

ているとか、間取り一つとっても、子供のベ

ビーカーとか、そういったものが置けるような

スペースもある程度考えて、今、県営住宅は新

しい県営住宅でも、通路のところに子供の自転

車とかベビーカーが並んでいるようなそういう

ところが多いです。そういうことまで考えて、

子育て一つとっても、今までの県営住宅の発想

の延長にはないようなものというのが求められ

ていると思うんです。

 ましてや県は、子育てしやすい宮崎を目指し

ていくという、そういった県の方向性とも合致
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させていかせないといけないと思うので、子育

てのことだけ言いましたけれども、それ以外で

も利便性とかで言うと、今、民間の住宅は宅配

ボックスが必ずついています。今まで公営住宅

の中にはそういう機能ってなかったと思うんで

すけれども、そういったものをどうしていくか

とか、結構細かいことを言い出すと、これから

の新しい公営住宅、県営住宅がどういう姿を目

指していくのかということを、せっかく今回一

ケ岡団地が手始めで、あと２つ、見えていると

ころで言うと宮崎市内もあるし、そういう新し

い県営住宅の在り方というのが示せるような、

そういう取組をやっていただきたいなと思った

ものですから、長くなりましたけれどもちょっ

と申し上げました。

○松田建築住宅課長 今、委員がおっしゃられ

たように、決められた予算の中というか、事業

費の中で、いかに子育てだとか利便性を向上さ

せるような提案が出てくるかというのを我々も

期待するところでございます。

 なので、今後、企業等と対話する機会もござ

いますし、あと福祉行政のほうとも対話できる

機会があると思いますので、いろんな方と対話

しながら、よりよい県営住宅にできるようなＰ

ＦＩ事業というか、そういったところを目指し

ていきたいと思っております。

○坂本委員 よろしくお願いします。ありがと

うございます。

○松田建築住宅課長 ここで訂正をさせてくだ

さい。

 先ほど資料81ページの事業期間のところで私

が令和「18年」までという説明をしましたけれ

ども、正しくは記載のとおり「17年」でござい

ます。

○脇谷委員 この一ケ岡団地は、昨年度視察に

行きました。今回、ＰＦＩ事業でＢＴ方式とい

うことは、建築して譲渡するということですよ

ね。これは、そもそも事業者がリスクを背負っ

てまで手を挙げるところがいるのかというのが

私は心配なんですけど、資料80ページに民間事

業者との対話と書いてありますが、まずはサウ

ンディングをされて、ある程度、幾つかの事業

者はいるというふうに踏んでらっしゃるのかど

うかというのを、まず聞きたいんですけれども。

○松田建築住宅課長 私が建築住宅課長になっ

てから、民間事業者との対話というのはこれま

で２、３回ございました。令和５年に１回。そ

して、今年度サウンディングして、県内、県外

企業からいろんな意見をいただいて、そして実

施方針とか要求水準書を検討してきたところで

ございます。

 さらに今後も、そういった意見交換、説明会

を通してですけれども、いろんな意見も聞ける

と思いますし、また、よりよい水準書等になる

ように取り組んでいきたいと思っております。

○脇谷委員 内容は分かりまして、これからい

ろんな事業者とお話をされると思うんですけど、

これから資材の物価高と、あとガソリンも燃油

も高騰してくると思うので、随分最初に県のほ

うが考えられた予算からすると多くなるんじゃ

ないかなと思っているんです。それをどういう

ふうに落とし込んでいくかというのをちょっと

教えていただけると嬉しいのですけれども。

○松田建築住宅課長 今回の一ケ岡団地のＰＦ

Ｉ事業につきましては、バリュー・フォー・マ

ネーと言って、公共工事よりどれだけ縮減でき

るかという試算をさせていただいております。

 ただ、この試算が数年前になりますので、今

回改めて公共工事としてどれくらいなるのかと

いうのを、最近の建設事例等、あと他県の事例
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等も参考にしながら算出しまして、その算出で、

この企業等がどれくらい縮減させて、よりよい

提案をしてくるのかというところに期待したい

と思っております。

○内田委員長 ほかにないですか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それではその他で何かございま

せんか。

○椎葉道路建設課長 先ほどの発言について、

一つ訂正させていただきます。

 議案第77号、資料65ページになります。山口

副委員長のほうから、昇降設備の設置の時系列

についての質問がございました。質問に対する

私の答えが、契約後に受注者から協議があって、

その後、令和７年12月に協議が整って、設計変

更で計上したという説明をいたしましたけれど

も、正しくは、施工業者からの協議が令和５年

４月にあって、その後、土木事務所が、指示書

により受注者に指示したのが令和５年６月。そ

れから、数量が確定したのが、令和７年12月。

数量といいますのは、設置期間が確定しまして、

リース期間が確定したことによる数量確定とい

うことで、令和７年12月に数量が確定したとい

うことでございました。大変申し訳ございませ

んでした。

○大部薗道路保全課長 私のほうからも一点訂

正がございます。

 報告事項の73ページですけれども、番号２の

相手方の事故内容につきまして、「左鎖骨」の

骨折と申し上げましたけれども、正しくは「右

鎖骨」の骨折が正しいです。訂正しておわび申

し上げます。

○山口副委員長 議案第77号については理解し

ましたので、ありがとうございました。

 議案第71号についてちょっとお伺いします。

先ほど岩切委員のほうから、第２子、第３子等

を含めて15歳以下の人だったらどうするんだっ

て話があったと思うんですけれども、規則を読

むと確かに15歳未満で対応されているというと

ころを理解したんですが、この条例変更に伴っ

て規則のほうも基本的には変更していくという

理解でいいのかということと、併せて、そうで

あれば、改正後の19年を超えない範囲内におい

てという、この一文はある必要性があるのかな

というのが、よく分からないんですけれども。

何か条例の定め的に、期間を条例に書かないと

いけないものですか。ただ単純に規則で定める

では、何か駄目な理由があったりするんでしょ

うか。

○松田建築住宅課長 まず、規則については、

条例が変わることによって規則が変わっていき

ますので、そこはしっかり修正していきたいと

思います。

 あと、この19年を超えないというところで、

必要なのかというところについては、ちょっと

今手元にいろんな資料等がございませんので、

しっかり調べさせていただくことで考えており

ます。

○内田委員長 暫時休憩します。

   午後３時16分休憩

─────────────────────

   午後３時18分再開

○内田委員長 再開いたします。

○松田建築住宅課長 まず、この19年につきま

しては、第１子の場合にこういう期間を定める

というようにしておりまして、その第１子、第

２子、第３子とか子供さんが増えたことによる

運用につきましては、規則で定めるというよう

な形で運用しております。

○山口副委員長 規則上は、おそらく今の段階
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だと15歳未満とか、その年度の15歳に至るまで

というような書き方になっていて、第１子、第

２子とかそういう書き方じゃないと私は理解を

しているんですけど、これに定める期間は15歳

に至る年度って書いてあるので、第１子だろう

と第２子だろうと関係なくて、そこの15歳が18

歳になるのであれば、別にここに19という数字

が載る意味がないのではないかという、純粋な

疑問なんですけれども。書かなきゃいけない理

由があるのかというところだけ教えていただけ

れば。

 僕の理解不足だったら、そこは全然きちっと

御指摘いただければそれで納得しますので、

バッと読んでいるだけだから、もしかしたら理

解が違うのかもしれないので教えていただけれ

ばと思うんですが。

○海野県土整備部次長（総括） 法制上の技術

的な事項でもありますので、ちょっとここは確

認をさせてください。期限付き入居ということ

ですので、これは入居者の入居期限ということ

で、なんらか期限というのは表示をするのが普

通で、丸々何も書かずに、あとは規則に任せる

というのは一般的にはあまりないものですから、

その期限付きということと、子供の定義上の話

をこれまでは改正前の状態で16年を超えないと

いうことで、法制的な技術としてこういう表現

になっていたと思います。それについては再度

確認をさせていただければと思います。時間を

いただければと思います。

○山口副委員長 恐らく書いてあろうと書いて

なかろうと、大きく運用上の問題は起きないと

思いますので、今の御説明で一旦理解はしたと

いうことにさせていただいて、詳細については

個別で結構ですので、ぜひ勉強のために教えて

いただければと思います。

○内田委員長 では、報告いただければいいで

すね。

 ほかないでしょうか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、以上をもって、県土

整備部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

 暫時休憩いたします。

   午後３時22分休憩

─────────────────────

   午後３時26分再開

○内田委員長 委員会を再開いたします。

 まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、９日月

曜日に行いたいと思います。開会時刻は午後１

時からとしたいのですが、よろしいでしょうか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 次に、委員長報告骨子案についてであります。

 暫時休憩いたします。

   午後３時26分休憩

─────────────────────

   午後３時26分再開

○内田委員長 委員会を再開いたします。

 委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくということで御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それではそのようにいたします。

 その他で何かございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 以上で本日の委員会を散会いた

します。お疲れさまでした。

   午後３時27分散会
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令和８年３月９日（月曜日）

─────────────────────

   午後０時58分再開

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   内 田 理 佐

  副 委 員 長   山 口 俊 樹

  委      員   日 高 博 之

  委      員   福 田 新 一

  委      員   坂 本 康 郎

  委      員   岩 切 達 哉

  委      員   脇 谷 のりこ

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

事務局職員出席者

  議 事 課 主 査   春 田 拓 志

政策調査課主任主事   岩 倉 有 希

─────────────────────

○内田委員長 委員会を再開いたします。

 議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか。一括がよろしいでしょうか。

   〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

 議案第45号、議案第53号、議案第54号、議案

第55号、議案第57号、議案第58号及び議案第69

号から議案第78号につきましては、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号、議案第53号、議案第54号、議案第

55号、議案第57号、議案第58号及び議案第69号

から議案第78号につきましては、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

 それでは最後に、その他で何かございません

か。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内田委員長 それでは、何もないようですの

で、以上で委員会を閉会いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

   午後１時０分閉会
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